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平成２４年３月６日（火） 午前１０時００分開議 

○議長（丸 昭君） ただいま出席議員は18人で定足数に達しておりますので、議会はここに成立い

たしました。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元へ配布したとおりでありますので、それによってご承知を願います。 

 

──────────────────────── 

 

一 般 質 問 

 

○議長（丸 昭君） 日程第１、一般質問を行います。 

 質問順序表の順序により順次質問を許します。最初に、岩瀬洋男議員の登壇を許します。岩

瀬洋男議員。 

〔８番 岩瀬洋男君登壇〕 

○８番（岩瀬洋男君） おはようございます。新創かつうらの岩瀬洋男でございます。通告に従いま

して、勝浦市水道ビジョン、水道事業の目指すべき将来像について質問を行います。 

 まず、平成28年度に想定される計画規模及び料金改定関係に関して伺います。平成20年度、

21年度継続事業で、２カ年614万2,500円をかけ、水道事業基本計画が作成されました。平成23

年度から平成32年度までの10年計画で、その趣旨は、将来的に安心・安全なおいしい水を安価

で安定供給するために、水道事業の現状と将来見通しについて分析・評価したもので、目指す

べき将来像を描き、実現するためということであります。４つの基本目標とともに、平成32年

度の計画給水人口を１万8,090人と推計し、人口、給水量ともに徐々に現在よりも減少していく

ことになります。一方で、多くの事業が計画され、平成28年度から料金の値上げも計画されて

おります。 

 企業として健全経営のために純利益の確保を目指すことは理解できますが、今でも高いと言

われる水道料金を平成28年の時点で上げることが必然なのか、それが目指すべき将来像である

のか、我々も考えていく必要があると思います。 

 そこで、平成28年度に想定される計画給水人口、給水量、有収水率はどの程度を見込んでい

るのか。また、平成23年４月１日現在、一般家庭用口径13ミリ、１カ月20立方メートル使用を

仮定した場合の料金5,145円と対比した場合、予定される値上げに関して、月額の世帯当たりの

使用料は幾らになり、値上げ率は何％となるのか、伺いたい。 

 次に、膜ろ過方式の導入による減価償却費の増大について伺います。計画によりますと、平

成30年度より営業収益の減少とともに、減価償却費が増加に転じ、純利益が減少しています。

これは佐野浄水場の膜処理施設等の設備投資による影響が大きいと推察されます。そこで、新

しく設備される膜ろ過方式とはどういうものか。それを導入する理由として夷隅川の水質の悪

化を上げていますが、水質悪化の原因は何か。水質悪化の根源を断ち、悪化を回避することは

できないのか。今までどおり自然ろ過方式で対処できないのか、伺いたい。 

 次に、南房総広域水道企業団関係について伺います。過去の議会でのやりとりを整理します
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と、平成18年当時、総給水量は370万302トンで、無収水量は27.54％の101万9,247トンでありま

した。同じく平成18年、広域水道からの受水量は総給水量370万302トンの26.96％で、103万

2,888トンでした。ですから、平成18年当時は広域水道からの受水量と市の無収水量がほぼ匹敵

する数字でありました。そして、広域水道に払う受水料金は２億5,784万円で、原水及び浄水費

約３億8,564万円の66.69％を占めておりました。広域水道から仕入れた26.96％の水の量に対し

て、市の原水、浄水費における66.69％に相当する金額を広域水道企業団に払う、これでは経営

が成り立たない、そのような議論がありました。 

 一方、広域水道は、単年度赤字１億1,000万円の解消と累積赤字約33億円を増やさないように

との目的で、平成17年に8.5％の値上げを行い、平成17年は単年度１億1,000万円の赤字を解消

し、１億6,688万円の黒字を計上し、平成18年度では２億8,850万円の黒字を出し、未処理欠損

金を29億2,623万円まで減少させました。しかし、平成22年度の決算を見ると、８億1,612万

6,094円の特別損失が計上され、平成21年度純利益がせっかく４億3,144万8,544円計上されたも

のが大きな単年度の赤字に転換いたしました。その原因を教えていただくとともに、今後数年

の決算予測を伺いたい。 

 それと、平成22年度水道会計における決算書の受水費は２億5,666万円で、平成18年度と大き

な相違はありませんが、現在、広域から受水量は年間どのくらいの量があるのか、また、受水

費２億5,666万円のうち、基本料金や利用料金の内訳はどうなっているのか、伺いたいと思いま

す。 

 そして、これから少子高齢化、人口減少節水型社会の到来により水需要も減ってきます。大

規模の開発も余り見込めません。反面、老朽管布設替えによる有収率が向上しています。平成

18年より７％ぐらい向上しています。有収率が改善されますと、施設の効率化が図られ、結果

として配水量の減少につながります。広域水道からの受水量が変わらなければ、水が余ってく

る。ならば、余った水を広域水道に返せないかと考えるのは当然であります。 

 平成19年９月議会で当時の水野正美議員は、勝浦市の必要量を精査し、南房総広域水道企業

団に対して受水量の減量を申し入れるべきであると指摘しています。これに対し、執行部側の

答弁では、各構成団体の権利水量は計画目標年度における計画給水量を定めた水道用供給に関

する覚書等に基づいて運用されている。権利水量の変更は、全体の計画給水の中で調整が行わ

れるため、減量を希望する団体と増量を希望する団体とが合致した場合に初めて可能となるも

のですが、有収率の向上も考慮の上、将来の水需要の変化に応じて、企業団と協議を行ってま

いりたいと述べております。簡単に言えば、他の市町村で増やす意向があれば、勝浦市もその

分減らすことができるルールということであります。それが前提ならば、今後、増量を希望す

る可能性のある市町村があるのか、もしあるとすれば、どこの市町村に可能性があるのか、伺

いたい。 

 そして、その後、平成19年11月14日付で南房総広域水道企業団企業長より１日最大受水量、

いわゆる権利水量の変更希望に係る照会があり、現状における水需要の状況を考慮の上、受水

費等の負担軽減を図るため、現在、１日最大5,030立方メートルであることから、500立方メー

トル、約10％を減量したい内容で回答したとのことであります。その回答の結果はどうなって

いるのか、伺いたいと思います。 

 現在、広域水道水は鵜原で受水し、鵜原、興津方面へ配水しております。佐野浄水場からの
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水は297号線に沿って、総野や勝浦地区へ配水されています。これらを交流することは可能なの

か。可能な場合、その方法を伺いたい。 

 次に、上野地区の水道関係について伺います。中島浄水場は現在、休止、上植野浄水場は取

水停止をしている中で、松部・赤羽根浄水場の浄水を配水池へ送水しているとのことでありま

す。ただ、現在、松部が老朽化で休止していると思われますが、現在は赤羽根浄水場の水のみ

で運用しているのか、伺いたい。赤羽根浄水場の地下水の量は、現状では水源水量としては足

りているようでありますが、将来も量の確保が維持できるのか、伺いたいと思います。 

 平成27年に１億円の予定で広域水道からの受水を計画し、負担金を計上していますが、新た

に受水量を増やすのか、その目的について伺いたい。広域から上植野浄水場への新たな配水ル

ートの構築になるのか、伺いたいと思います。 

 また、上植野浄水場と上植野配水池の維持管理に関して、将来の継続性について設備面で問

題はないのか、伺いたいと思います。 

 次に、浜行川・上大沢休止に伴う配水施設の整備について伺います。浜行川・上大沢休止に

伴う配水施設整備とあり、加圧ポンプ設置工事とありますが、その内容を伺いたい。 

 最後に、この計画における利益、見通しについて伺います。計画では、平成28年度の料金値

上げにより１億2,260万円の純利益を見込んでいますが、４年後の平成32年には収益の減少と減

らない費用の関係で、4,000万円まで純利益が減少しています。平成32年度から平成33年度前後

に再値上げが行われる可能性が大きいと考えるが、見解を伺いたいと思います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（丸 昭君） 市長から答弁を求めます。猿田市長。 

〔市長 猿田寿男君登壇〕 

○市長（猿田寿男君） ただいまの岩瀬議員の一般質問に対して、お答え申し上げます。 

 初めに、平成28年度に想定される給水人口でございますが、１万9,432人、１日当たりの最大

給水量１万2,270立方メートル、有収率80.9％を見込んでおります。 

 次に、料金改定を事業計画書のとおり行ったとして、一般家庭用で１カ月20立方メートルを

使用した場合はどの程度になるかとのことですが、使用料金で5,917円、改定率で15％の引き上

げになるものと想定しております。 

 次に、膜ろ過方式についてでありますが、膜をろ材として原水を通し、不純物を分離除去し、

きれいな水を得る浄水方法であります。膜ろ過の方法につきましては、精密ろ過法、限外ろ過

法及びナノろ過法がございます。膜ろ過の利点といたしましては、凝集沈殿ろ過方式により施

設規模も小さく、効率的な水処理が可能となることであります。 

 なお、膜ろ過処理方式を計画する上では、原水水質の分析と今後の悪化状況等を推測し、勝

浦市に最も適した方式を採用することとなります。 

 次に、夷隅川の水質悪化の原因についてでありますが、要因につきましては、家庭雑排水な

ど種々あると思われ、確定的な原因は不明であります。近年、排水側溝等の整備や河川護岸の

整備により、河川での水の滞留時間が少なくなったことも悪化の要因ではないかと考えます。 

 また、長期にわたり雨が降らなかった場合は、家庭雑排水の比率を高め、結果として水質悪

化につながっているものと考えます。 

 現在の水質状況は、色を示します色度、濁りを示します濁度及びにおいを示します藻臭の数
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値が基準値を上回っている状況にあります。 

 次に、水質悪化の根源を断ち、悪化を回避することはできないかとのことでございますが、

河川水源の水質保全につきましては、関係各部署にて対応はしているものの、残念ながら大き

な改善は見られない状況にありますので、引き続き合併処理浄化槽の普及促進に努めてまいり

ます。 

 次に、今までどおりの自然ろ過方式による水処理での対応についてでございますが、河川水

質が悪化することにより、水処理に要する処理薬品量の増加や薬品との接触時間を多くしなけ

ればならず、結果として目標量まで浄水処理ができなくなることが予想されます。 

 また、今後における水の需要は年々減少するものと予測されており、同様につくる水の量も

減るのであれば、対応は可能かもしれませんが、今後も水質の悪化が進み、現在のろ過方法で

対応ができなくなった場合は、新たなろ過方法を検討しなければなりませんが、実施に当たっ

ては再度詳細な分析をすることが必要ではないかと思います。 

 次に、南房総広域水道企業団関係についてですが、最初に平成22年度決算で単年度赤字が計

上された原因ですが、大多喜ダム建設中止に伴う特別損失として８億1,612万円を計上したため、

単年度としては赤字決算となったものであります。 

 次に、今後、数年による決算予測についてですが、広域水道企業団会計は前回の料金改定以

来、単年度で３億円から４億円前後の黒字決算となっており、累積欠損金の解消を図ってきま

したが、大多喜ダム建設中止により生じた費用の処理から、平成22年度においては逆に単年度

赤字という決算となっております。 

 今後、大多喜ダム建設中止により生ずる処理費用については、埋設済み管路の撤去等、未確

定な要素を含んでいることから流動的であり、現在の状況では推測できない状況にあります。 

 次に、広域水道から受けている年間受水量ですが、平成23年度計画では108万8,840立方メー

トルでございます。 

 次に、受水費の内訳でございますが、平成22年度決算ベースで申し上げますと、基本料金で

２億3,026万5,000円、使用料金であります従量料金で2,640万2,000円、合計受水料で２億5,666

万7,000円でございます。 

 次に、今後、南房総広域水道企業団から受水量の増量を希望する可能性のある市町村はある

のかとのことでございますが、安房・夷隅郡内の各水道事業体では、夏の期間に使用量が多く

なり、１日最大契約水量に近い供給を受けておりますが、平常時においては余裕のある状況に

あります。このようなことから、今後、慢性的に水が不足する事業体が出た場合は、受水量の

変更も考えられますが、現在の状況ではないものと思います。 

 次に、受水量を日量500立方メートル減量する申し込みをした結果についてですが、当時、他

の受水団体で増量希望がなかったことから変更には至りませんでした。 

 次に、広域水道水と佐野系水道水との交流についてですが、広域水道系は主に上野、東急、

興津地区を、また、佐野浄水場系は総野、勝浦地区を主に給水しております。両水系とも配水

管路は接続されており、現在でも給水区域の需要に応じて給水範囲を移動し、安定給水に努め

ております。 

 次に、上野地区の給水につきましては、広域水道水を主に給水しており、上植野浄水場に送

り込む水の量が多くなったときに一部高台区域に水圧の低下が発生し、支障を来していること
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から、赤羽根浄水場については、この水圧の低下を補う目的で運転している状況にあります。 

 次に、赤羽根浄水場の水源水量についてでございますが、赤羽根系は３本の深井戸により取

水しておりまして、浄水場を建設した当時と比較しますと、低下している状況にあります。 

 次に、平成27年度に計画しております広域水道からの受水についてですが、現在は鵜原配水

池で受けた広域水道水を東急リゾートタウン内に設置してあります松部高区配水池まで送り、

上野地区全体に給水しておりますが、上植野浄水場で受ける水の量が多くなった場合、一部の

区域では水圧の低下や出水不良が発生しており、これを解消するため、赤羽根浄水場を運転し、

対応している状況にあります。 

 このような状況から、広域水道水を上植野浄水場で直接受けられるよう、設備の変更を行え

ば、水圧の不足等も解消し、赤羽根浄水場の運転も停止することができ、効率的な水の運用が

可能となることから、計画しているものでございます。 

 なお、広域水道からの受水量につきましては、増量するものではなく、現在の契約水量を２

カ所に分け、受水するものであります。 

 次に、広域水道から上植野浄水場までの水道管の布設でございますが、上植野浄水場入り口

付近の県道に広域水道企業団の送水管が埋設されており、これより受水することとなりますの

で、距離的には多くを要しませんが、新たな水道管の布設となります。 

 次に、上植野浄水場と上植野配水池の維持管理に関することですが、今後、複数の場所で広

域水道水の直接受け入れが始まれば、新たなポンプ施設と運転監視装置が装備されることとな

り、当面は安定した運転ができるものと考えております。 

 次に、浜行川・上大沢休止に伴う配水施設の整備についてでございますが、上大沢地区の給

水につきましては、現在、浜行川調整池から上大沢配水池まで送水ポンプにより送っておりま

すが、水道施設の老朽化によりたびたび漏水事故が発生している状況にありますことから、上

植野配水池系の配水管とつなぎ、安定給水を図ろうとするものであります。 

 また、上大沢地区と台宿地区は配水管路が近いことから、つなぐには問題はありませんが、

現在のままでは水の圧力が不足することから、圧力を高めるための設備をつくり、給水しよう

とするものであります。 

 次に、この計画を行った場合の利益見通しについてでございますが、今後における市場景気

の動向により流動的ですが、平成21年度に策定した勝浦市水道ビジョンによる経常収支の概算

は、平成27年度で純利益約2,500万円、計画どおり、平成28年度より15％料金改定を行った場合

は、当初は１億2,260万円の純利益が発生しますが、平成32年度では4,000万円程度まで低下す

るものと予測されております。また、さらに収益が悪化した場合は、平成33年度前後の料金改

定も視野に入れなければならないのではと考えております。 

 以上で岩瀬議員に対する一般質問の答弁を終わります。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。岩瀬議員。 

○８番（岩瀬洋男君） ありがとうございました。平成28年度に今のビジョンどおり進めば、20立方

メートル換算で15％で5,917円になる予定ということで、差額を計算してみたら、772円ぐらい

の値上げになるということであります。また、平成28年度では前年に対しほぼ１億円の純利益

の増加を見込んでいると。１億2,260万円余りの収益になるということでありました。 

 水道事業は非常に難解で、質問するのにいろいろ読んだり、聞いたりしていますけど、結局、
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なかなか現実を理解することができないということもありまして、その現実を理解する、ある

いは基本的な考え方を整理していく中で、できれば、平成28年度からの15％の料金値上げを回

避できる方法が見つけられないかといったような、そんな気持ちでいます。 

 先日の質疑の中でも一部出てまいりましたけれども、３月11日、去年の大震災で風評被害の

影響等によって営業収益が７％以上、平成23年度は落ち込んでいるということがありました。

水需要の先行きが一層怪しくなってきているというふうにも思うわけですけども、水道ビジョ

ンによりますと、本年度、平成23年度の純利益は6,000万円強というふうに見込んでいるわけで

すけれども、平成23年度の純利益の予測、それとこれだけ収益が下がっている原因をどう見て

いるのか、これは確認の意味も含めてなんですけれども、課長に見解をお願いできればと思い

ます。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。藤平水道課長。 

○水道課長（藤平光雄君） お答えいたします。まず、平成23年度における決算の見込みということ

でございますけれども、私どもが見込んでいる中では4,085万円前後になるのではないかと見込

んでおります。先ほど議員おっしゃいましたように、水道ビジョンの中では6,070万円という数

値が載っておりますけれども、結果とすれば、ビジョン比較でいきますと、約2,000万円、ビジ

ョンよりは平成23年度は落ちていると見込んでおります。これは、純利益だけを平成23年度決

算予測を比較しますと、約33％、純利益の減少というものになるのではないかと思っておりま

す。 

 また、減った理由、何でということですけれども、確かに去年の平成22年度決算では純利益

は、たしか8,900万円ぐらいあったと思います。それが今年は4,000万円程度ということで、純

利益は半分以下に下がるわけでございますけれども、これは水道事業だけじゃなくて東日本大

震災による観光客の減、また、農産物の出荷制限と、そういうものも影響しているものと分析

しております。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。岩瀬議員。 

○８番（岩瀬洋男君） 少し整理させていただいて、市長にまた最後にお伺いしたいことが１点ほど

ありますので、よろしくお願いします。平成22年度の決算では8,900万円利益があって、5,000

万円近い純利益の減少があったということで、ビジョンの中で6,000万円が、2,000万円ぐらい

の減少で4,085万円前後を見込んでいるということです。そうなってくると、今後の見通しとい

うことになるわけですけれども、これも予算書のほうに数字はある程度出てきてはいるんです

けれども、繰越利益もあるというふうにも聞いています。ただ、こういう予定外の減少が続い

ていくと、平成28年度に15％の値上げだけで済まなくなってくるような状況すら考えられるの

ではないかということも想定されますので、平成24年度、来年度、水道利用量の見通しをどの

ように考えているのか、この点について伺いたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。藤平水道課長。 

○水道課長（藤平光雄君） お答えいたします。平成24年度の有収水量、お金になったものの水量で

ございますけれども、241万5,000立方メートル分が収益になるものと見込みました。また、こ

れは平成23年度の当初と比較いたしますと、総量で７万4,300立方メートル少ないというふうに

見込んでございます。内訳といたしましては、どうしても一般用が一番減少幅が大きくて、９

万5,600立方メートル減るのではということで見込みました。また、一方では船舶用の給水、こ
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れにつきましては２万1,300立方メートル程度増えるのではないかという中での予測でございま

す。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。岩瀬議員。 

○８番（岩瀬洋男君） それに関連して、たまたま定期監査の資料を見ていたんですけれども、平成

23年４月から10月の半年間なんですけれども、この中で有収率が３％ほど落ちていると。80％

を切って78％台まで落ちているようですけれども、これについての原因はどんなことであるの

かを確認したいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。藤平水道課長。 

○水道課長（藤平光雄君） お答えいたします。有収率の下降ということでございますけれども、確

かに定期監査の時点では、その時点での比較でございますけれども、議員おっしゃるように

３％程度、前年度を下回っているという状況は認識しております。これの原因でございますけ

れども、私ども水道課直営で漏水調査等を行っておりまして、発見すればすぐ復旧するという

考えの中で通常はやっておるんですけれども、どうしても勝浦市は水道の事業が長いというこ

とは、裏を返せば老朽施設もいっぱい抱えていると。給水管についてもしかりということでご

ざいます。漏水に関しましては、毎年一定のものとは限りません。多い年もあるし少ない年も

あります。たまたま今年、この時点で落ちているというので、私の記憶に一番残っているのが、

ニュー黒潮台の中で数カ所の継ぎ手部分での漏水がありました。ふだんより多いのは、多分、

それが原因ではなかろうかと思います。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。岩瀬議員。 

○８番（岩瀬洋男君） ありがとうございました。当面、水を使う企業や宿泊施設がふえるというこ

とではない中で、水需要が先細りしていく中で、今後も大変厳しい経営状態であるということ

は理解することができるということは、共通した認識ではあります。ただ、だから15％かとい

うことではないんですけれども、時間の関係もありますので、設備投資のほうに話を持ってい

きたいと思いますけれども、先ほどの水質悪化による膜ろ過方式の導入ということですけれど

も、ご答弁いただきました夷隅川の水質悪化に関しては、色、濁りとか、においに関して基準

値を上回っているということでありました。今後、関係機関と連携をとって水質の安定を図っ

ていきたいということだったと思います。膜ろ過方式は、幾つかありましたけども、勝浦市に

適した方法を採択していくということだったと思います。水質悪化の要因は複合的な問題であ

るというふうなことで、直ちに水質がよくなるということではないと思いますけれども、関係

各部署、先ほどでは合併浄化槽導入も一つの例として言われておりましたけれども、どのよう

な努力が各部署等で行われているのか、もう少し詳しくご説明いただければと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。藤平水道課長。 

○水道課長（藤平光雄君） お答えいたします。河川水質、これは環境部局ではかるレベルと、私ど

もが水道水として求めるレベルに違いがございます。この質問につきましては、水道の立場で

答えておりますので、水道の立場からすれば、改善されてないという数値になってしまいます。

これは厚生労働省の水質基準がございますので、それをもとに私のほうでは判断しております。

環境部局でやっております河川水質については、そんなに変動はない低数値が残っているはず

です。と申しますのは、どうしても水道水は原水がよければよいほど、コストをかけないでお

水をつくれます。そういう中で水質改善という中で動いておりますので、スタートの時点でど



 85 

っちも同じレベルでというので比較されてしまいますと、河川管理している方に申しわけなく

思いますので、これだけは申し添えたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 次に、目羅環境防災課長。 

○環境防災課長（目羅洋美君） 夷隅川の水質の関係でございますけれども、市といたしましては、

毎年夏と冬の２回、名木の中川橋と小羽戸の小羽戸橋の２カ所で水質検査を実施しております。

川の状況がいいかどうかというのはともかくといたしまして、この検査の結果だけを見ますと、

環境基本法の生活環境の保全に関する環境基準における累計のＡ型に該当する数値となってお

ります。それにつきましては、水道２級ということで、沈殿ろ過等による通常のろ過を行うも

のという水質ということでございます。これはあくまでも生活環境の保全に関する基準の上で

の問題のない数値ということでございます。 

 なお、この検査の内容でございますけれども、検査項目は水素イオンの濃度、生物科学的酸

素要求量、浮遊物質、溶存酸素量、大腸菌群の検査でございます。 

 夷隅川の水質の悪化の原因でございますけれども、生活環境の保全に関する基準の上では問

題となるような数値は出ておりませんが、あえて申し上げますと、ただいまご答弁にありまし

たとおり、家庭用雑排水とか流域でのさまざまな活動等、また、近年における基盤整備等も原

因の一つではないかと考えております。 

 生活環境という部分では問題となる数値は出ておりませんけれども、水質に異常があるよう

な場合は、県の機関と協力して原因究明いたしまして改善に努めたいと考えております。以上

です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。岩瀬議員。 

○８番（岩瀬洋男君） それでは、水質悪化の件は、さっきのご答弁の中でもう一つ気になったのが、

膜ろ過方式導入するに当たり、再度、詳細な分析が必要だというようなご答弁がありました。

平成28年からそういう予定があるわけですけども、その辺についてはどう考えればいいのか、

時間的猶予もそんなにないと思いますけど、どのような形で再度、詳細な分析を行っていった

らいいのかということが、素朴な疑問として残ったので、それについてご答弁いただければと

思います。 

○議長（丸 昭君） 藤平水道課長。 

○水道課長（藤平光雄君） お答えいたします。ビジョンの中で入っている計画、これはあくまでも

理想と言ったらおかしい話ですけれども、最悪の場合はこういう方法をとらなきゃいけないと

いうのが結論かと思います。ただいま水質の絡みの中で環境防災課長も申したとおり、急激な

悪化とか、そういうものはございません。市長答弁にありましたとおり、色、濁り、におい、

この３目が水道からすれば数値を結構上回っているという状況でありまして、あとのアルミニ

ウムですとか、鉄とか、マンガン、有機物、またペーハーなど、これについては上がったり下

がったりの世界で推移しているという中でございます。ということは、今の施設で即だめにな

るかというのは考え方が早過ぎやしませんかというふうに思っております。ということは、10

年後の計画、給水人口、また給水量、これも減っていくとされている中で、増えていくなら一

生懸命にというか早急に考えなきゃいけないんでしょうけれども、あとは減るのと一緒に処理

方法も少しずつ時間をかけられるようになるだろうという中でいけば、老朽化している古いや

り方の施設ではございますけれども、適切な補修、修繕、補強といいますか、そういう中でい
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けば、延命しつつ何とかなっていくんではなかろうかと思います。ただし、これは急激な水質

変化がないと仮定した場合でございます。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。岩瀬議員。 

○８番（岩瀬洋男君） 検討の余地は多分にあるというような形で理解をさせていただきたいと思い

ます。広域水道企業団の件もありますので、また、そちらのほうで話をしてみますが、先ほど

のご答弁の中では、新たに増量を希望する自治体も余り望めず、言ってみれば大多喜ダムの残

務整理で多額の負担がこれからかかってくることになるであろうと。減量の要望も今のところ

受け入れられないというような形だったと思います。大多喜ダムができなかった関係で、１日

の契約水量などもいろんな絡みがあるので、こういう例えで聞いていいのかどうか疑問がある

んですけど、例えば、一つの形として、今、１日の最大水量が夏期幾らとか数字があるんです

けども、それは置いておいて、佐野の水系と広域がつながっているという答弁をいただきまし

たので、だとすれば、勝浦の市街地ありますね。あの辺を全部広域の水にして、もっともっと

広域からの水を勝浦市も増やして、佐野浄水場が芳賀から落ちてきているその水量を絞り込ん

で、佐野浄水場に係る負担を著しく軽減させると。もちろん契約の問題あります。それはそれ

として、その中でそういうやりくりして、逆に広域を増やしていくような、そういう考えも一

つにはあっていいのかなと思うんですけれども、言っている意味がわかりますかね。そういう

ことで、その辺の一つの見解に関していかがお考えか、ご答弁いただければと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。藤平水道課長。 

○水道課長（藤平光雄君） お答えいたします。広域水道を増やして佐野の負担を減らしてはと、そ

ういうことだと思いますけれども、現在の勝浦市内の水道の広域対自己水源、言い換えれば佐

野浄水場系の配分ということでございますけれども、概数でいいますと３分の１が広域水道水、

３分の２が佐野系の夷隅川のお水ということになっております。 

 私ども運営していく上で一番怖いのが水質事故です。そうなってきたときに、いろいろある

でしょうけれども、実際は広域と自前の水道、ヒフティーでいければ、それは理想かもしれま

せん。だた、現時点において大多喜ダムの中止によりまして総枠の水量が５万トンから４万

2,330トンに落ちました。ということは、この差額分だけが目標からどこの水道事業体も足らな

いとういふうになっております。ということは、今、利根川から取っておりますお水、これの

権利の中での配分ということになります。平成23年の夏の状況では、ほぼ今の広域でつくれる

お水の能力のほぼいっぱいまで行ってしまいました。ということは、今まではお水が余ってい

るところもありました。ですけど、私どもが松部を中止したように、ほかの事業体も運営の仕

方、経営の仕方いろいろ考えております。そういう中で、残水がなくなってきたというふう理

解しております。ということは、これから広域水道に逆に増量の申し込みをしても手放す事業

体がさているのかということが、まず考えられます。皆さん、ピークの夏を基準に権利水量を

持っていますので、その一番きついときをどう乗り切るかがみんな一番難しいやり方の時期と

いうことでございまして、今では事情が変わってきましたので、増量は無理かと思われます。 

 議員言われるように、コントロールできれば、一番いいかもしれません。でも、現実的には

難しいんではないかなというところでございます。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。岩瀬議員。 

○８番（岩瀬洋男君） わかりましたというか、言っている意味がよく理解できました。もう一つ、
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話違ってしまうんですけど、これもコストに関係してくるということで確認しておきたいんで

すけど、市の施設、広域水道企業団もそうなんですが、耐震に関して、これは今後、一つそう

いう部分のコストが料金へ転嫁してくるようなことも考えられるのかというふうに思いますが、

我々、その辺のことを余り耳にしたことがないので、その両施設の耐震に関してどんな問題が

あるのかといったようなことがもしあれば、ご説明していただきたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。藤平水道課長。 

○水道課長（藤平光雄君） 耐震化でございますけれども、広域水道におきましては、計画を建てて

水管橋の補強とかを行っております。勝浦市はどうかということでございますけれども、老朽

管の布設替えも耐震の一つというふうに考えて、管路につきましてはある程度進んできたとい

う状況にございますけれども、躯体、いわゆる施設構造物につきましては、全然まだ対応でき

ていない状況にございます。と申しますのは、耐震化するについてもいろんな施設の条件がご

ざいまして、例えば、配水池の耐震をやるといったところで、勝浦市は自然流下方式、要する

に高いところから低いとろへ落として配水している関係から、どうしても池の建っている周り

に余地がございません。ということは、補強したくてもできない場所もある。そうなってきま

すと、今度、同じ施設をどこかにつくりかえて耐震の代替とすると、そういうようなやり方を

していかなきゃいけないところもございまして、結果としまして、まだ躯体にはタッチしてい

ないというのが実情です。 

 また、これまでお金をかけていきますと、先ほどの膜ろ過の話と同じで、結構な工事費を必

要とします。そうなれば、どうしても今の財政収支の中ではきついと。どこからかお金が入っ

てきてくれない限りは自主財源の収入を上げていく、言い換えれば、料金改定をしていかなき

ゃやっていけないというような現状でございます。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。岩瀬議員。 

○８番（岩瀬洋男君） また、その辺の対応については、改めてどこかの段階でやりとりできればと

思います。 

 そういういろいろ問題があるということも、先ほど言ったように整理というか実情の把握と

いう意味では、よく理解することができました。 

 あと２点ほど確認させていただきます。最初に、上野地区の水道なんですけども、平成28年

度に工事が終わった段階では上野地区の水は100％広域水道企業団の水になるのかということで

すね。そういう理解でよろしいんでしょうか。お願いします。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。藤平水道課長。 

○水道課長（藤平光雄君） お答えいたします。そのとおりでございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。岩瀬議員。 

○８番（岩瀬洋男君） もう一つ、浜行川と上大沢の関係なんですけど、台宿と上大沢をつなげると

いうことはわかりました。したがいまして、行川は興津のほうから行ってるわけですけど、そ

この下から上に行くのがなくなるということなんだと思います。そうすると、逆に今度、台宿

から上大沢に流れきているわけですから、上から下へのほうが水の流れとしては簡単というか、

我々素人が考えても流れやすいのかなというふうに思うんですけど、その管そのものは基本的

には廃止になってしまうのか、何かほかに使い道を考えておられるのかということだけ１点、

確認したいと思います。 
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○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。藤平水道課長。 

○水道課長（藤平光雄君） お答えいたします。浜行川の施設につきましては、同じ土地の中に２つ

施設ございます。一つは配水池、一つは調整池でございます。調整池と申しますのは、一たん

お水を受けて、次にどこか動かすという中継点でございます。その中継点から上大沢の配水池

まで送り上げているのが一つ。もう一つは、従来どおりの行川配水池から下大沢方向、また、

逆バックで行川の町なかへと給水かけているという２つの施設ございます。 

 上大沢へ上げるための管でございますけれども、更新の理由が、老朽化しての配水方法の変

更ということで考えておりますので、上から逆に減圧弁をかけて行川方向に落とすということ

は管路の耐久というか、老朽度からして危険じゃないかなというふうに考えております。以上

です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。岩瀬議員。 

○８番（岩瀬洋男君） わかりました。最後に、利益の見通しということで、料金の値上げのところ

で少しまとめてみたいと思うんですけども、水需要が一段と厳しくなってきているということ、

夷隅川の水質悪化の件、佐野の設備投資の件、広域水道企業団の件、課題がいっぱいあるとい

うことで、収益確保も大変であるということだと思います。ほかにも未給水区域の解消事業、

石綿管の更新、老朽管の更新と事業は続くわけですけれども、平成32年以降も引き続き大規模

な計画があるというふうにビジョンには掲載されています。 

 そこで、課長に先に整理という意味で伺って、その後、市長にお伺いするわけですが、課長

も３月で退職されるという話を聞きました。私も同学年の一人なので非常に寂しく感じるわけ

ですけども、長く水道に携わってこられまして、いろいろ今日やりとりさせていただきました

けれども、１点として、水道料金が上がらないほうがいいなというのが率直なところでござい

まして、今日やりとりした中でもいろいろ問題があることをよく認識しましたけれども、長く

やってこられたということも含めて、知恵、工夫はあるんではないかということがあります。

そういう意味では、一般質問では最後の答弁になるかもしれませんけども、そういった見解を

課長から一言いただければありがたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。藤平水道課長。 

○水道課長（藤平光雄君） お答えいたします。知恵とか工夫ということでございますけれども、年

間で８億円程度の収益、その中で利益を上げて、それを投資に向けていくと、そういう会計の

繰り返しでございます。いい方法があるのかと言われると弱いんですけれども、一つは、年度

年度で、例えば５年スパンなら５年スパンで経営計画を立てたら、それに沿うようにやること

だと思います。各年度でぽっと抜けて高い予算を組むとか、高い予算組むということは、当然、

収入がございませんので、借入金、起債に頼ると。起債に頼れば、利息も払わなきゃいけない

し、また、そのときだけ事業を起こせば、減価償却費もその年はどんどん上がっていっちゃう。

そういう中で、利益、収入に合った、身の丈に合ったといいますか、そういう経営イコール投

資の中で維持管理していくというのも一つだと思います。 

 もう一つ、勝浦市は元来、直営で、職員がすべて対応でやってきました。ただ、これは住民

からすれば、漏水事故でも何でも即対応できていい点はありますけれども、逆にトータルの中

から行けば人件費比率が高いというのも裏にはございます。そういう中で、今後、まだ委託で

きるものがあれば委託化を図りながら、経費の節減を図るというのも一つだと思います。 



 89 

 これから職員が増えることはまずないと思われますので、そういうのをいろいろ精査した中

で、毎年、限りある少ない予算の中で有効な手だてをするということしかないのではないかな

と思います。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。岩瀬議員。 

○８番（岩瀬洋男君） 残り少なくなってきましたので、最後に市長に。今日はあえて高料金対策に

は触れてなくて、値段はもちろん下がったほうがいいんですが、上げない工夫も必要というこ

とも含めて、直ちにどうすればいいかというのは、私もよくわからないところであります。鋸

南町が４月１日から料金５％下げるということでありまして、平成28年度、勝浦市が上げてく

ると、今度、御宿町と同じ20立方メートルで1,400円ぐらいの差がついて２割以上の差がつく。

大多喜町とも1,105円の差がついて２割近くの差が出てくるわけですけど、そういう意味でだれ

も料金なんか上げたいと思っているわけじゃない中で、現時点で料金値上げ、今のやりとりを

聞いていただいて、どんなふうなお考えをお持ちかということを伺って、今日の質問を終わり

にしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。猿田市長。 

○市長（猿田寿男君） この水道料金につきましては、今、いろいろ質疑等やっている中で、勝浦市

の水道料金が高いと。今、現状点でも非常に高いというのは十分わかっております。認識して

おるところでございます。平成28年度、これからも水道料金をまた上げるというような一つの

計画になっている、水道ビジョンにはなっているということでございますけれども、これをど

うしたらいいのかということで、前々から議会の中でいろいろ議論になっています。例えば一

般会計からそれを繰り入れて、県の高料金対策を活用して料金をもっと下げるとか、そういう

のもあります。それも一つの手だと思います。現に、近隣ではそれをやっておるというので十

分、私も認識しております。 

 ただ、一般会計から一たん繰り入れますと、それがずうっと継続されるというようなことと、

今、勝浦市の中で、この平成24年度の当初予算の予算編成の中にもお話ししましたけども、今、

防災対策、こういうようなもので、例えば今回の緊急避難路の整備であるとか、海のすぐわき

にある保育所を、これから高台に上げる、これは保育所の再編統合、こういうものを至急考え

ていかなくちゃならない。それには今議会にも提案させていただいております学校給食共同調

理場を今度、新戸小跡地に移す、こういうこともこれからの事業になります。小学校、中学校

の耐震補強、勝浦中学校の体育館の改築、こういうのも出てきていますし、このように防災関

係が喫緊の課題として非常に需要が高まっているというようなこともありますので、昨年も総

合計画、実施計画、いろいろ検討して、一般会計から繰り入れることができないだろうか、水

道料金、もっと下げられないだろうかというのも検討したんですけども、まだ当面は厳しいな

ということでございまして、今回は見送らせていただいているところです。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（丸 昭君） これをもって岩瀬洋男議員の一般質問を終わります。 

 午前11時15分まで休憩いたします。 

午前１１時００分 休憩 

╶───────────────────────╴ 
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午前１１時１５分 開議 

○議長（丸 昭君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続きまして、藤本 治議員の登壇を許します。藤本議員。 

〔４番 藤本 治君登壇〕 

○４番（藤本 治君） 日本共産党の藤本 治でございます。本日は７つのテーマで通告をさせてい

ただいておりますが、大きくは２つ、前段３つにつきましては、予算編成についての質問であ

ります。後半４つのテーマは大震災と原発事故から１年の節目に当たっての質問でございます。

順次、第１点目から質問を行わせていただきます。 

 第１点目には、平成24年度の予算編成への市長の基本姿勢を伺いたいと思います。まず第１

点目に、市長はこの議会に提案されました平成24年度予算をどのような基本姿勢で編成された

か、伺いたいと思います。 

 ２点目には、市民の最も強い要望である水道料金、ごみ袋代、国保税などの負担の軽減や家

計への応援のためにどのような施策を講じたか、伺います。 

 ３点目には、水道料金、国民健康保険税などに市の一般会計からの繰り入れを行い、負担軽

減を行うべきと考えますが、見解を伺います。 

 ２点目には、介護保険料の負担軽減についてであります。昨年の介護保険法改正及び第５期

事業計画の策定、そして当市の総合計画の実施により、介護保険制度が大きく動こうとしてお

ります。第１点目には、介護保険制度での平成24年度からの勝浦市における主要な変更点につ

いてご説明願います。 

 第２点目には、介護保険制度が公費５割、うち国庫負担２割という財政構造に縛られる限り、

自治体は保険料の値上げか給付の削減かのジレンマから抜け出せません。これに対する見解と

対応を伺います。 

 第３点目に、介護保険料の負担軽減のために市の一般会計からの繰り入れを行うべきと考え

ますが、見解をお伺いいたします。 

 ３点目に、市民文化会館の規模拡大と他の政策課題への影響について伺います。12月議会で

の市民文化会館建設事業費の補正は、工事延期に伴う建設工事費、並びに設計工事監理業務委

託料の減額、建設予定地変更に伴うボーリング調査業務委託料の計上、並びに規模変更に伴う

新たな建設工事設計業務委託料の計上でありました。これが賛成多数で議決されましたが、規

模拡大及び関連事業の予算がどれだけ膨れ上がり、他の政策課題にどのような影響を及ぼすか

が検討されないままとなっております。 

 そこで第１点目に、会館建設の費用だけで幾らに膨れ上がり、野球場建設などの関連事業の

予算規模はどの程度になるのか、説明をお願いいたします。 

 第２点目として、当初17億円の予算規模からの増額によって他の政策課題にどのような影響

を及ぼすのか、説明を願います。 

 大きな２点目として、大震災と原発事故から１年に当たりまして、質問させていただきます。

東日本大震災と福島第一原発の事故から１年を迎えます。未曽有の災害と事故は、いまだ収束

したわけではありませんが、１年の節目に当たり、改めて犠牲者への哀悼と被災された皆様へ

のお見舞いを申し上げます。震災と原発事故の甚大な被害から教訓をくみとり、勝浦市におけ

る防災を初めとするまちづくりに生かすことが必要です。その現在の到達点と今後の課題を確
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かめておくことは有益なことだと考えております。 

 そこで、第１点目として、防災のまちづくりについて伺います。海に面する勝浦市にとって

津波への備えが緊急、最大の課題として立ちあらわれました。津波ハザードマップが全戸に配

布されましたが、備えのスタートに立ったにすぎません。避難訓練などの体感に裏づけられて、

避難場所や避難路の整備拡充を進めていく必要があります。要援護者への支援は、システムの

構築を経て、やっと始まろうとしている段階で、これからの一人ひとりのケースが難問解決の

連続になると予想されます。保育所の高台移転、学校の耐震補強も緊急を要する課題でありま

す。そこで、現在の到達点と今後の課題をどのようにとらえているか、市の見解をお伺いいた

します。 

 ２点目には、放射線からの防護についてであります。これまでのところ、定点観測地点のど

こも毎時0.1マイクロシーベルト前後の放射線量が測定されており、周辺のホットスポットも落

ち葉を片づけるなどの対処で低減しているようであります。農産物、海産物の放射線量測定は

県が実施しており、茶葉以外に特別な値はこれまでのところ、検出されていません。今後の監

視の対象は、移動、濃縮により形成されるホットスポットを見落とすことがないようにすべき

であります。 

 しかし、それを発見するには市民の参加の仕組みをつくることがかぎです。市の責任で直接

測定する場合、水のたまる、あるいは流れる場所を意識して、場所を選定し、測定するなどの

工夫、発展が必要であります。また、今後は河川を通じて河口付近の土砂や海底に蓄積してい

る状態もチェックする必要があると思われます。そこで、現在の到達点と今後の課題をどのよ

うにとらえているか、市の見解をお伺いいたします。 

 ３点目には、東京電力による損害賠償についてであります。直接被害によるもののほかに、

風評被害による賠償も認められる可能性が開かれました。説明会が開催され、始まったばかり

であり、当事者と東京電力の交渉ごとではありますが、行政のスタンスを明確にして援助・対

応する必要があると考えます。どのような援助・対応を行おうとしているか、市の見解をお伺

いいたします。 

 最後に、エネルギーの地産地消について伺います。次々と原発が定期点検に入り、稼働原発

がわずかとなり、再稼働を認めるか否かが焦点となりつつあります。今こそ、原発から撤退し、

自然エネルギー、再生可能エネルギーへの転換を図ると、将来のあるべき姿を決断し、そこに

向かうことが必要です。そして、国任せではなく、地方でこそ自然エネルギーを地産地消で賄

い、雇用や地域おこしにつながる展開を構想し、実施することが求められています。市長は、

９月議会での私の一般質問に対し、原発からの撤退は判断が難しいと回答されました。事故か

ら１年後の現在の判断と今後どうすべきと考えているのか、見解をお伺いいたします。 

 以上で最初の質問を終わります。 

○議長（丸 昭君） 市長から答弁を求めます。猿田市長。 

〔市長 猿田寿男君登壇〕 

○市長（猿田寿男君） 藤本議員の一般質問に対し、お答え申し上げます。 

 初めに、平成24年度一般会計の予算編成に当たっての基本姿勢は、勝浦市総合計画前期基本

計画及び第１次実施計画の計画事業として、平成24年度に予定している事業を中心に予算編成

を行いました。特に耐震第２次診断の結果を踏まえ、安心・安全な教育環境の整備はもとより、
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災害時における避難所でもある勝浦中学校体育館の改築を初め、豊浜小学校、総野小学校、並

びに北中学校の各体育館の耐震補強及び大規模改修事業の設計業務委託料等の関連予算を計上

し、防災対策の強化を図ることといたしました。 

 また、興津保育所、鵜原保育所、及び東保育所は、大津波を想定した場合、現在の場所では

危険な状態にあり、保護者の皆様の理解を得ながら、保育所の再編整備を今後進める必要があ

ると考えますので、その候補地の一つである学校給食共同調理場を旧新戸小学校跡地に移転・

改築するための設計業務委託料等を計上いたしました。このほか、各保育所への窓ガラスの飛

散防止フイルム貼付工事費や木造住宅耐震化促進事業とあわせて、防災対策の強化を念頭に予

算を編成したところでございます。 

 次に、市民負担の軽減や家計への応援といった面もあわせて、子育て支援策として、現行の

小学校６年生までの子ども医療費の助成を新たに中学校３年生までの入院に係る医療費までに

拡大いたしました。このほか、先ほどの木造住宅耐震化促進事業における補助制度に加えて、

景気対策の面から民間住宅の改修促進のための住宅リフォーム補助制度を創設いたしました。 

 次に、水道料金や国民健康保険税等の負担軽減につきましては、その必要性は認識しており

ますけれども、平成24年度一般会計予算に計上いたしました防災対策関連事業や、一日でも早

い着手が必要であることから、あえて平成23年度３月補正予算に3,715万4,000円を計上した避

難路及び避難所表示看板設置事業のように、東日本大震災の教訓を踏まえた防災対策の強化が

急務であり、限りある財源の重点的な配分が必要であると考えておりますので、現時点では一

般会計からの法定外繰入金については考えておりません。したがいまして、今後の一般会計及

び各特別会計等の財政状況や負担水準の動向を総合的に勘案し、検討したいと考えております。 

 次に、介護保険料の負担軽減について、第１点目の介護保険制度での平成24年度からの勝浦

市における主要な変更点についてでございますが、平成12年に導入されました介護保険制度は、

要介護者を社会的に支える仕組みとして着実に浸透、定着する一方、介護給付費が増大してお

ります。第５期となる平成24年度からは、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、

介護、予防、住まい及び生活支援サービスが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの実

現を目指すとして介護保険法が改正されましたので、これに対応して介護保険事業を運営して

いくことになります。 

 市におきましては、こうした社会情勢や高齢者を取り巻く環境の変化に対応するため、地域

包括支援センター、保健、福祉の連携を密にして、２次予防事業と任意事業等の既存のサービ

スの充実を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、第５期計画期間中における施設整備につきましては、施設入所待機者の軽減を図るた

め、平成24年度、元名木小学校跡地に特別養護老人ホーム90床の開設、平成26年度に地域密着

型サービスとして小規模多機能型居宅介護施設の設置について公募を計画しております。 

 また、平成24年度からの介護保険料につきましては、今議会に介護保険条例の一部改正案を

上程させていただいておりますとおり、要支援・要介護認定者の介護サービス利用の推移や、

これまでの保険給付実績、また、新たに開設される介護保険施設の利用状況等を勘案し、積算

いたしました。この結果、第４段階の基準月額が4,829円となり、現行保険料月額に対しまして

1,151円の引き上げが必要となります。 

 ２点目の介護保険制度を支える財政構造に対する見解と対応についてのご質問でありますが、
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介護保険の財源は、公費負担５割と保険料負担５割により賄い、給付と負担の関係が明確な社

会保険方式を採用しております。将来にわたって安定的に制度を運営し、また、高齢者の暮ら

しを支えるためには必要な負担増に見合った財源を確保することが求められています。したが

いまして、公平公正な負担制度のもとで、第１号被保険者、第２号被保険者、それぞれが応分

の負担を行っていくことが必要だと考えます。 

 ３点目の介護保険料の負担軽減のための一般会計からの繰り入れについてでありますが、介

護保険料を引き下げるために一般会計から法定外の繰り入れを行うことは、国が示している保

険料減免の３原則により不適当とされております。この３原則は、一律減免は行わない、全額

免除は行わない、一般財源を繰り入れないということになっております。これは介護保険制度

が40歳以上の助け合いの精神のもとに保険料負担の法定負担割合が定められておりまして、こ

こに新たに一般会計から財源を投入することは、定められた負担割合を超えて他に転嫁すると

いうことになりますので、制度の趣旨に反することから、一般会計からの法定外繰り入れは行

う考えはございません。 

 次に、大震災と原発事故から１年に当たって、防災のまちづくりの到達点と今後の課題をど

うとらえているのかというご質問でございます。昨年３月11日に発生いたしました東日本大震

災は、マグニチュード9.0という過去最大級の地震によって発生した未曽有の災害で、東北３県

を中心に広域かつ甚大な被害が発生し、県内におきましても大きな被害をもらしました。 

 本市におきましては、おかげさまで大きな被害はありませんでしたが、東日本大震災の被害、

対応、教訓を踏まえ、より実効性が高く、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震、津波

を前提に、減災や多重防御の視点に重点を起き、ハード対策とソフト対策を組み合わせた総合

的な防災対策の推進が必要であると考えております。そのため、庁内の体制及び防災関係機関

の充実はもちろんのこと、市民一人ひとりの防災意識の向上、地域における人材養成を行い、

自主防災組織の設立や充実により、自助、共助、公助が一体となった防災力の向上を図ってま

いりたいと考えております。 

 また、本市は海に面しておりますので、津波対策の強化といたしまして、公共施設の配置の

検討、防護施設や避難路などの整備、ソフト対策として、津波ハザードマップを全世帯に配布

いたしましたので、これを活用した市民の防災意識の向上や実践に即した避難訓練を実施した

いと考えております。さらには、正確かつ迅速な情報伝達体制の整備とともに、要援護者対策

を市政協力員、民生児童委員、消防団等の協力のもとに確立してまいりたいと考えております。 

 次に、放射線からの防護について申し上げます。到達点と今後の課題をどうとらえているの

かということでございますが、まず、ホットスポットを見落とすことのないようにということ

でございますが、市では昨年８月以来、定点６カ所を週１回、教育、福祉施設や公園など、26

カ所を２週間に１回、それ以外にも33カ所の測定を行いましたが、その結果は、地上１センチ

メートルの高さで、おおむね0.04から0.11マイクロシーベルトで、国が除染の対象としている

地上１メートルの高さでの0.23マイクロシーベルトを下回っております。また、それとあわせ

て、10月から行っているホットスポットとなりそうな場所における測定においても0.23マイク

ロシーベルトを上回る数値は測定されておりません。このような状況でございますので、議員

がおっしゃる水がたまる場所や流れる場所、また、河口付近や海底の土砂の測定についても、

今のところ考えておりません。 



 94 

 次に、原子力発電所事故風評被害による東京電力損害賠償における市としての援助、対応に

ついてのご質問ですが、１月27日にいすみ市岬町の岬ふれあい会館におきまして、東京電力に

より損害賠償に係る手続等の説明会が開催されました。この説明会が開催されるに当たりまし

ては、勝浦市商工会及び観光協会を通じて各会員に、また、市民に対しましては回覧文により

説明会の日時等を周知しところであります。 

 今後の市としての援助、対応につきましては、商工会、観光協会等からの説明会の必要性に

ついて意見を聞きながら、東京電力の協力のもと、説明会開催に向け、検討していきたいと考

えております。 

 次に、エネルギーの地産地消について申し上げます。原発からの撤退について、事故から１

年後の判断と、今後どうすべきと考えているのかというご質問でございますが、昨年の９月定

例会におきまして、東日本大震災において電力というものが社会経済活動や国民生活に及ぼす

影響の大きさを再認識するとともに、原発事故の恐ろしさも痛感しているところであります。 

 原発から撤退するとなりますと、現在の社会経済活動や国民生活を維持していくためには代

替エネルギーが必要になりますが、自然エネルギー等でそれを賄えるのか、また、温室効果ガ

ス削減と化石燃料による火力発電の関係など、さまざまな角度からの検討でありますので、判

断は難しいとご答弁申し上げました。現在、政府において原発のあり方について検討がなされ

ていると聞いておりますので、原発に対する私の意見は差し控えさせていただきます。 

 以上で藤本議員に対する一般質問の答弁を終わります。なお、教育問題につきましては教育

長より答弁いたさせます。 

○議長（丸 昭君） 次に、松本教育長。 

〔教育長 松本昭男君登壇〕 

○教育長（松本昭男君） ただいまの藤本議員の一般質問に対し、お答えいたします。市民文化会館

の規模拡大と他の政策課題への影響について、まず１点目の建設費用の増額に対するご質問で

ございますが、このたびの市役所隣での市民文化会館の建設費用は、客席数を800席に増やすな

ど、施設を充実したことにより、約24億5,000万円を予定しております。元市民会館跡地での建

設費用は約18億円弱でありましたことから、約６億5,000万円の増額となります。野球場建設な

ど関連事業の予算規模につきましては、建設場所によって造成費、給排水設備費などの工事費

が異なることから、今後、決定していくことになります。 

 次に、他の政策課題への影響についてでありますが、社会資本整備総合交付金の増額や地方

債の有効活用を図り、他の施策への影響が極力生じないよう、配慮してまいる考えであります。 

 以上で藤本議員に対する一般質問の答弁を終わります。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） ご答弁、ありがとうございました。まず１点目に、平成24年度の当初予算の

予算編成についての市長の姿勢についてお伺いします。市民の最も強い要望である水道料金、

ごみ袋代、国保税などの負担の軽減につきまして、市長は先ほど必要性は認識しているとご答

弁されましたけれども、必要性を認識しておられつつ、今度の当初予算でその点についての対

策、どう対応されたか、これは一般会計からの繰り入れに限らず、このことについてだけ伺っ

ているわけじゃないんですが、そういう負担軽減について、当初予算の編成に当たってどのよ

うに判断し、対応されたかを、さらに詳しく伺いたいと思います。 
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○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。猿田市長。 

○市長（猿田寿男君） 先ほどもご答弁申し上げましたけども、一般会計から繰り入れるということ

は、いろいろなことを考え、相当慎重に考えるべきだというふうには基本的には考えておりま

す。ただ、そういう中でも、例えば先ほど出ました水道料金が非常に高いというようなことで、

これについては何とかしなくちゃいけないという認識は持っております。ただ、その時々の政

策をどれが緊急で、どれが重要で、まさに緊急に選択すべき課題、今まさにどれを優先的にプ

ライオリティーを持って政策を推進していくかという判断は、その時々の政策であってしかる

べきであると思っております。 

 今年の平成24年度の当初予算編成に当たりまして、前にもお話申し上げましたけども、今回

はとにかく防災対策について、まさに喫緊の課題でございまして、最近のいろいろ学者の、東

大の地震研究所の先生によれば、今後４年以内に７割の確率で、房総沖も含めて首都圏に地震

が来るということも予測している学者の先生もおられます。 

 こういうことで、早目にこの防災に対する対応、準備整えておかなくちゃならんということ

で、先ほど言いましたように、学校の耐震関係、それから保育所の高台への移転、こういうも

のも踏まえて、いろんな状況を考えながら、そちらのほうを優先した次第でございまして、決

して水道料金が高いということを忘れているわけではございません。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 一般会計からの繰り入れについて、再度お尋ねしますけれども、これはなる

べく行わないほうがいいというようなご認識のように聞き取れるんですけれども、現実に国保

への一般会計からの法定外の繰り入れというのは、全国では７割の市町村が実施しておりまし

て、一昨年になるんですか、2010年度では国保税は400億円ほど、その前よりも増えまして、総

額4,000億円近い金額になっているんです。これは言ってみれば、国がそれだけの規模で削減を

してきた、実際のところは民主党が政権とる前には9,000億円入れると言って総選挙に臨んだわ

けですけれども、実際には9,000億円どころか40億円か50億円程度のものしか入れていないとい

うようなことでお茶を濁したわけですけれども、その半分に近いような4,000億円という市町村

からの法定外の繰り入れが現に今なされているわけです。それは勝浦市も含めて、国保加入世

帯の１人平均で１万円に相当する額なんですよ。勝浦市がそこに加わっていませんけれども、

そこで平均したって１万円にも及ぶ法定外の繰り入れが全国でなされて、国保税の軽減が図ら

れている。これが現実ですので、国のそういう悪政のもとに置かれている勝浦市民、その市民

の生活をよくしよう、守るために市がそのような施策を講ずるというのは、むしろ、全国的に

見れば、一般的なことだろうと思うんですね。あえて勝浦市がかたくなに法定外からの繰り入

れを行わないという態度をおとりになっているように見受けられるんですけど、改めてその点

をお伺いいたします。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。猿田市長。 

○市長（猿田寿男君） かたくなにということは考えておりませんけれども、一般論で特別会計を設

置している場合には、特別会計は独立の原則でありますので、特別会計の中で処理をするとい

うのが本来のルールです。ただ、この水道関係につきましては市民生活にも非常に影響がある

ということで、先ほど藤本議員から全国でも非常に多くやられているということで、千葉県に

おいても県のほうで高料金対策ということで市からの一般会計からの繰り出しと同額の補助金
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が県から来るというようなシステムがあります。千葉県のやり方というのは、これは全国もそ

うかもしれませんけども、県営水道の料金と各地方団体が設置している水道の事業体、こちら

のほうは南房総広域水道企業団もありますし、九十九里水道企業団、いろいろあります。こう

いうところの県営水道と各市町村が設置している水道企業団の料金格差が非常に出てきたとい

うことで、この格差を是正しようということで、県のほうは高料金対策をとっているというよ

うな理解をしております。したがいまして、一般論では特別会計独立の原則なので、その中で

やっていければ一番いい。財政的な余裕があれば、水道という非常に生活に密着していること

でもありますので、これはその時々の政策判断として優先順位があれば、これは一般会計から

繰り出すことも一つのあり方としてあっていいだろうということです。ただ、先ほど言いまし

たような今の時点で、勝浦市の置かれている状況においては、防災対策がまさに今、必要な、

早くやらなくちゃいけないということで、今のところはその余裕がないということでございま

して、そこについてはご理解いただきたいと思います。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 今おっしゃられました特別会計独立の原則というのは、独立採算の原則とは

全く意味が違うと思うんですよね。独立採算の原則があるかのように市長は今おっしゃられて

いると思うんですが、それは明確に区別していただきたいと思います。大体、国保の会計にし

ましても、法定の繰り入れが現にありまして、法定外の繰り入れというのも、先ほど申し上げ

たとおり、全国で７割の市町村が実施しているわけなんですよね。これは何ゆえかといえば、

国が本来行うべき責任を果たさなかったがために、これは政権交代しても果たされていないが

ために、やむなくこういう措置がとられているんだと思うんです。だから、決して独立採算で

行える、国の責任が放棄されているもとでそういう状態にないわけですから、各市町村が全国

で4,000億円もの法定外繰り入れを行っていると、こういう現実があるんではないでしょうか。

発言を改めていただきたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。猿田市長。 

○市長（猿田寿男君） 私の理解では、特別会計は特別会計内で独立に歳入をし、歳出をするという

のが原則だと理解しております。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 独立採算ということと、それは違うんじゃないでしょうか。法定の繰り入れ

も一般会計から行って運営されているわけですから、独立採算で運営するといったら、法定の

繰り入れというのは何なんですか、それは。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。猿田市長。 

○市長（猿田寿男君） 繰り出し基準というのは一般的にありますけども、それはそれぞれの法律な

り、また基準、通達なりで一つの仕組みの中で、そういう繰り出しの基準があって、一般会計

から繰り出すというのはありますけれども、私が言っているのは、一般的な特別会計の中では、

その特別会計の中で歳入をし、歳出を賄うということが原則だろうと思っております。それは

繰り出し基準等で一般会計から繰り出すような、そういう一つの法律の仕組みになっていれば、

それは特例でそういう繰り出し基準があるということでございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 見解が相違しているわけですけど、これはとりあえず、ひとまず置きますが、
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とにかく法定外の繰り入れにしましても、現実に国が行うべき国庫補助、削減に次ぐ削減でや

ってきたがために、やむなく全国の市町村が4,000億円もの法定外繰り入れを行っているという

現実は動かしがたい現実ですので、しっかりそれを勝浦市も受けとめていただきたいと思いま

す。 

 さて、先ほど家計の応援のためにということで、子どもの医療費、住宅リフォームの助成と

いうことで、新たな拡充策、新設の施策を当初予算に盛り込んでいただきました。これは児安

議員も一般質問で住宅リフォーム助成制度については取り上げたこともございまして、６月議

会では同僚議員も再び取り上げた事柄であり、昨年12月の、毎年私ども日本共産党勝浦支部が

市長に対して行っております予算要望の中にも盛り込ませていただいた事柄であって、歓迎を

するものでございます。 

 こういった施策が今こそ求められているときだろうと思うんですね。負担を軽減し、家計を

応援する施策です。現在、税と社会保障の一体改革ということで、国のほうで並行して審議が

進んでいるところなんですが、市長におかれましては、この税と社会保障の一体改革について

どのように見ておられるのか、一言見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。猿田市長。 

○市長（猿田寿男君） 税と社会保障の一体改革、国のほうで議論されているのは、私も十分知って

おりますけども、現在、国のほうで議論していますので、特に私のほうから、それに対するコ

メントは差し控えたいと思っております。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 私は、消費税の増税に反対する署名運動というのを勝浦市民に対して訪問し

ながら訴えかけているところなんですが、あるご婦人は孫や子に借金を負わせるわけにはいか

ないと。だから、消費税の増税やむなしと、そのようなことを申されて、署名にご協力いただ

けないケースがございました。私は、孫や子に借金を残す以上に、経済も財政も破綻をさせる

のが今回の10％の増税だろうと思うんですね。３％から５％に増税したときでさえ９兆円の税

と医療費の増額等で国民負担が９兆円負担増がありまして、その後４年間で200兆円もの赤字国

債発行という、経済の落ち込みを支えんがために、そのような借金を膨れ上がらせたというの

が前回の歴史なのですが、今回はそれを上回る20兆円の負担増ということでありますから、経

済も財政もことごとく破綻をさせて、それを次世代に引き継ぐようなおろかな施策であること

は火を見るより明らかだろうと思うんですね。 

 現在、日本共産党は、消費税に頼らずに財源をつくることができるという提言を発表いたし

まして、この新しい提言をよく皆様にもご理解いただきながら、こういう誤った道に進まない

よう努力をしていきたいと考えているところでございます。 

 次に、介護保険料の負担軽減につきまして質問を進めてまいります。先ほど国の指導３原則

ということを申されましたけれども、これは確かにこういう３原則の指導があることは私も承

知しておりますけれども、これはしかし、あくまでも介護保険というのは自治事務でございま

すので、その自治事務に対する国の助言という性格だと思うんですね。これに従わざるを得な

い、そういう強制力のあるものではないと理解しておりますけれども、その点の確認をお願い

いたします。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。西川介護健康課長。 
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○介護健康課長（西川一男君） お答えいたします。国の３原則につきましては、平成24年度から始

まります第５期介護保険事業計画を策定する上におきまして、県のほうでいろいろ研修会等行

われるわけなのですが、その席では、計画をつくる上におきましては、一般会計からの投入に

つきましては、今、議員おっしゃられたように、国の指導等がございますので、その中でこれ

を一律減免といいますか、全額免除、また一般財源の繰り入れは行わないということになって

おります。これは罰則はございませんが、これはそれぞれの負担割合が決まっておりますので、

先ほど市長答弁にもありましたけども、負担割合を超えて他に転換することになりますと、制

度の趣旨に反するということからも、こういう国からの指導がございますので、それに従って

計画のほうはつくっているところでございます。以上でございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） あくまでもこれは助言だと思いますので、それに従うという性格では決して

ないと思うので、そのような助言をどう判断されるかは、また別ですけれども、従うという性

格のものではないということを一言言っておきたいと思います。 

 今回の介護保険の保険料の条例改正なんですが、基準額でこれまで４万4,100円の年額の保険

料が５万8,000円に上がります。１万3,900円の負担増になるわけですけれども、これから年金

の給付額が段階的に削減されようとしている高齢者にとって、大幅な負担増であり、年金生活

者にとっては耐えがたい負担であることは間違いないだろうと思うんです。この負担をいかに

軽減するか、これについてどのような努力がなされたのかを、ぜひお伺いしておきたいと思い

ます。 

○議長（丸 昭君） 午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５９分 休憩 

╶───────────────────────╴ 

午後 １時００分 開議 

○議長（丸 昭君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 答弁を求めます。西川介護健康課長。 

○介護健康課長（西川一男君） お答えいたします。介護保険料負担軽減に対します努力についてと

いうご質問でございますが、平成24年度介護保険特別会計の保険給付費を前年度と比較してみ

ますと、介護サービス等諸費におきましては、高齢化による介護認定者の増加に伴いまして要

介護者の在宅サービスを受ける居宅介護サービス費、介護老人福祉施設の開設に伴う施設介護

サービス給付費等の関係で増加しておりますが、要支援１、２の方に対します介護予防サービ

ス等諸費につきましては、福祉事業といたしまして見守り便事業、緊急通報システム、配食サ

ービス等の福祉サービスを利用している方の増加によりまして、介護予防のサービス給付費に

つきましては前年度と比較いたしまして15.1％と減少しております。また、福祉用具購入費に

つきましては、市で平成20年12月から実施しております介護用品リサイクル事業を行っており

ますので、その中で折りたたみベッドや車いす、シルバーカー、ポータブルトイレ等、多数の

リサイクルがありますので、多くの方が利用していらっしゃいます。その関係で、介護予防福

祉用具購入費につきましては、70.2％と前年度に対して減少しております。また、要支援者の

うち全体の６割から７割が維持・改善しておるところから、介護予防効果も見られているとこ

ろでございます。 
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 このように、福祉用具購入等、また介護サービスリサイクル事業等を行うことによって、介

護保険料負担の軽減の効果があるものと思っております。以上でございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 今回の大幅な介護保険料の負担増というのは全国的な傾向でございまして、

そのため財政安定化基金の取り崩しが許されたと思うんですよね。しかし、これは国、県、市

町村が各３分の１を拠出して設けておった基金でありますので、市町村の負担増を軽減するた

めには、市町村への取り崩しと同時に、国、県がそれぞれに拠出金を引き上げるのではなくて、

国、県の分も市町村におろして、その負担の軽減に役立てる、そういうことが必要であろうと

思うんですけども、そういった点での努力はされたのかどうか、なるべく低所得者への負担の

軽減を図るために段階設定の細分化を行っている市町村もあるわけですけれども、勝浦市の場

合、その点はどう判断されたのか、その２点、ご答弁願います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。西川介護健康課長。 

○介護健康課長（西川一男君） お答えいたします。財政安定化基金につきましては、今回の第５期

介護保険事業計画の策定に当たりまして、財政安定化基金からは4,000万円、県に拠出してあり

ます分３分の１、市町村分がありますから、そこから1,500万円の投入を図りまして、介護保険

料月額で231円の軽減を図りました。また、段階の細分化につきましては、夷隅郡２市２町、ま

た、隣の鴨川市におきましても、現在６段階を設定しておりますので、近隣との歩調を合わせ

まして、第５期につきましても６段階の設定で行いたいと考えております。以上でございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） いずれにしましても、基金を取り崩しても231円の負担の軽減に資するしか

なかったということでありますので、今回の１万3,900円に及ぶ値上げにつきましては、焼け石

に水という状況にあろうかと思います。そういう点では、繰り返しになりますが、課長の努力

の範囲を越えるものであろうかと思いますし、国の制度そのものに矛盾の根源があるわけでし

て、給付を充実しようとすれば、必ず保険料の値上げにつながって、そこにしわ寄せがいく、

この制度、仕組みそのものに国庫負担の大幅な増額を初めとする根本的解決策を求めていただ

きたいと。その点で市長が今後そういう場において、そのような積極的な姿勢をとることを求

めたいと思いますが、ぜひ市長のご答弁をお願いいたします。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。猿田市長。 

○市長（猿田寿男君） ご意見等は承っておきます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 次に、市民文化会館の予算規模につきましては、既に支出された旧市民会館

跡地の地質調査、並びに工事設計業務委託料等の支出分が4,000万円以上ありますので、全体と

しては25億円の建設費になろうかと思うんですね。新しく市営野球場跡地に建設する市民会館

自体の建設費。それに加えて、今後決定するとされております野球場の建設費用等々が関連費

用として増えるということであろうかと思いますので、ご答弁からすると７億円の会館建設費

の負担増というふうに承りましたが、それによって他の政策課題にどのような影響を及ぼして

いるのか、端的なご答弁をお願いしたいわけです。 

 先ほど来のいろんなご答弁、第１問、第２問との関係で、今回の市民文化会館の規模拡大に

よる予算規模の増額によって水道料金の値下げが先送りされたというふうに理解を、私として
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はいたしましたが、そのような理解でよろしいかどうか、端的にお尋ねしたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。藤江財政課長。 

○財政課長（藤江信義君） それでは、文化会館の規模の拡大の関係での財源といいますか、財政上

の関係でお答えさせていただきます。先ほど副市長から答弁ございましたように、規模を拡大

することによって約６億5,000万円ほど財源的には必要になります。ただ、このうち国庫支出金

であります社会資本整備総合交付金であるとか、あるいは起債だとか、こういうものを100％、

十分に活用しますと、残る一般財源ベースでの増加額は約5,700万円ぐらいが増額になるであろ

うという試算をしてございます。ただ、それが今後の財政運営にどれだけ影響を与えるのかと

いうことであると思いますけれども、今年度、平成23年度の一般会計におきましても、過日、

３月の定例議会の中で約3,000万円弱、2,800万円何がしの財政調整基金を積み増しをいたしま

した。12月の分も合わせますと１億6,200万円ほど財政調整基金を積み増しをし、10億2,300万

円ほどの財政調整基金を積み上げたところでございます。したがいまして、一般財源ベースで

大きな負担にはならないというふうに財政部門では考えています。以上であります。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） あんまり細かな金額等のお話ではなくて、これは課長にご答弁いただく筋合

いのものでもないと思います。市長がどのような優先順位で政策を判断されたかということに

尽きると思うんですよね。一般財源ベースで3,000万円とか4,000万円とか5,000万円、こういう

レベルで増加しているのは間違いないわけですけれども、そうしますと、水道料金の値下げに

つきましては、高料金対策を使えば、5,000万円の繰り入れを行えば１億円程度の財源になると

いうことは既にかねがね議論が重ねられておるところでありまして、今回、それが市長の判断

によって、それよりも市民会館の規模拡大という政策が選ばれたと。水道料金値下げについて

は後に回されたというふうな理解が妥当かと思うんですけれども、私はそれについて市長にぜ

ひ、大体そのとおりというふうに認めていただければ結構ですが。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。猿田市長。 

○市長（猿田寿男君） 今お話を聞いていますと、前の市民会館が善で、今度つくるのが悪のような

感じを受けました。そうではなくて、前の市民会館跡地につくるというのは、昨年の3.11のあ

の震災を踏まえて、あそこならば将来、津波が来るだろうということで、果たしてあそこはい

いだろうかというような判断があって、検討委員会をさらに設けてもらって、市役所のわきに

建てることになった。市役所のわきは、前とは地型も違います。面積も違います。そういう中

で、今回800席ということで、先ほど財政課長が答弁しましたように、いろいろな財政状況等も

踏まえて、社会資本整備交付金も踏まえて、これで建設可能だということで判断したのであっ

て、これで幾ら増額したからこれを水道料金のほうに回さないとか、そういうようなたぐいと

全然別物だと理解しております。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 先ほど来、水道料金の市民の負担の重さについては市長も十分理解がされて

いるというお話もありましたし、必要性について市長自身がお認めになる発言を繰り返されて

いらっしゃいます。にもかかわらず、今回、当初予算にはそれは盛り込まれておらなくて、私

が申し上げているのは、今までどおりのところに建設しようとか、そういうことではないし、

規模を556席から800席にすることについての政策判断について、政策の優先的な選択というの
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は、当然、市長のお立場であるべきことなんですけども、そういう点からして今回、両方一緒

にやれれば、もちろんいいと思いますけれども、それがあえてされていない当初予算ですから

お聞きしているわけであって、そういう点では政策の優先順位からして水道料金の値下げが後

に回されたというふうに理解したわけですけれども、それは違うんでしょうか。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。猿田市長。 

○市長（猿田寿男君） 文化会館の件につきましては、12月議会になぜそうなったのかという理由は

るるご議論いただきました。そういう中で、先ほど来お話ししましたように、今回の平成24年

度当初予算は防災対策というのは非常に重要であって、市民会館は市民会館、文化会館は文化

会館ということであります。それと同時に、防災対策ということで、先ほど言いました緊急避

難路であるとか、保育所の再編、給食センターの移転、小中学校の耐震、こういうものが優先

されたということでありまして、それが今後またしばらく継続して続くということでございま

して、決して水道料金が高いというのを否定しているものではございません。それは十分認識

しておりますので。ただ、今ここで政策の選択として、今回は、平成24年度当初には水道の高

料金対策はできなかったということだけでございます。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 市長が選択された政策の優先順位というのは、私なりに理解というか、この

市民文化会館の規模拡大という課題と水道料金の負担の重さという、これを解決しなければな

らないという政策課題との関係においては、どちらが優先されたかというのは明瞭だと思いま

すので、以上にとどめて、時間も残っておりませんので、次の質問に移っていきたいと思いま

す。 

 大震災と原発事故から１年に当たりまして、防災のまちづくりという点からしてさまざまな

手だてが講じられてきたわけでありますけれども、津波による犠牲を１人でも少なくしなけれ

ばならないという点で、今まで打たれた手だては、本当にそのことが実現できるかどうか、ま

だこれから市民お一人おひとりの防災意識がいかに高まっていくかということに、お一人おひ

とりが、自分がいざというときにどこを通ってどこに逃げるかということがパニックにならず

にできるかどうかにかかっているかと思うんですけども、津波ハザードマップが全戸に配布さ

れた以降で、そのような防災意識の高まりという点で、現実にどのような反響、動きがあるの

か、ぜひ、この場でご答弁いただけたらと思いますので、担当の課長、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 

○環境防災課長（目羅洋美君） 津波ハザードマップにつきましては、２月の初めに全世帯に配布さ

せていただきました。大きな反響という部分では余りなかったんですけども、見やすい、いい

津波マップができた。各区長の中には、またこれを参考に避難訓練もやってみたい、そういう

ような言葉もありました。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 今後、３月の補正予算で避難路の誘導標識、あるいは海抜の表示等々の施策

も急ぎ実施されることと思いますけど、そういう機会機会をとらえて、防災意識の高揚という

のが図られなければいけないんだろうと思うんです。そういう点で、最初のご答弁でも避難訓

練について、今後取り組みを強めるという旨のご答弁ありましたけども、そういう日ごろ平時
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における訓練ですとか、意識を高める上でのハザードマップが配布された後の意識の高揚、そ

して表示が取りつけられたときに、こういうのができたということで、一層また意識が高揚し

ていくような、あらゆる機会をとらえて勝浦市民お一人おひとりが実際にいざというときに必

ず逃げて、自分の身を守っていただくという、そういうことにつながっていかなくてはいけな

いと思うんですね。その点で、今後、ハザードマップとか、標識とかできてしまうと、やれや

れ、それで一件片づいたということになりかねないんですけれども、それはしかし始まりだと、

そういう大きなきっかけづくりなんだという点をよく心得ていただいて、ぜひ、どんな些細な

情報でも拾い上げて、それを周りに、こんなふうにありましたよということで、おたくではど

うですかというようなことで、まちじゅうにそれを返していっていただいて、一層意識の高揚

を図るというような働きを、公の仕事としては非常に重要なことだと思いますので、自助、共

助、公助をばらばらにしないで、一体に進めていただきたいと思うわけなんです。 

 要援護者への支援なんですけども、昨日、ＮＨＫテレビでしたか、去年の３月11日に申請を

出された方が不幸にもお亡くなりになったという報道がありまして、これから勝浦市でも始ま

ろうとしている要援護者への支援の取り組みなんですけど、お一人おひとりのケースケースが

どうそれに対応するかというのが非常に重たく、そして大変苦労の多い仕事だろうと思うんで

すね。これは単に担当課だけがしゃかりきになればできるということではなくて、勝浦市にお

ける地域力というか、コミュニティーの力が試されることだと思うんですね。そういう点では、

ここにおられる同僚議員初め、地域の皆さんの日ごろのそういう結びつきをどれだけ生かせる

かということにかかってくる事業だと思いますけれども、これは一遍に進まないことだと思い

ますので、一つ一つの典型的なケースをいかにつくり出していくかということで、それをいか

に広げていくかというのが非常に大事な仕事じゃないかと思っているんですが、担当課長から

その点、どうお考えになって、どう推進していこうとされているのか。また、市民に対して呼

びかけがあれば、ぜひお願いしたいと思うんです。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。関福祉課長。 

○福祉課長（関 修君） 要援護者の支援計画の関係でございますが、今後の事業の進みぐあい、展

開方法ということのご質問だと思います。福祉課及び介護健康課、環境防災課、総務課等の担

当で組織いたします災害時要援護者支援班という組織の中で計画策定を進めていくわけでござ

いますが、要援護者支援計画の個別計画につきましては、要援護者の把握は行政側である程度、

順調に把握できるものと考えますが、要支援者、支援をする方、これは住民の方々からお願い

せざるを得ない状況でありますので、各組織、民生委員、各消防団、自主防災組織等の関係機

関を初め、地域の組織力にご協力を願うしかないものと考えておりますので、ある程度の地域

を限定して、順次進めていきたいと考えております。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 質問を進めまして、次の放射線からの防護につきましてお尋ねいたします。

私は、12月議会で質問した際に13万円の機械を共産党の地区委員会として１台手に入れて、そ

れを今、使ってやろうとしているというお話申し上げましたけど、先日、２月末ですが、実際

勝浦市で５カ所ほどで使ってみました。最初、勝浦港の浚渫されている土砂といいますか、泥、

これが岸壁に積み上げられておりましたので、そこからはかったのですが、0.02マイクロシー

ベルトというのがその表面の線量であります。パワーショベルみたいなものでがばっと持ち上
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げて、土のうに詰め込んだもののようなので、海底の表面にあったものかどうか全くわかりま

せんし、がばっと持ち上げたものでしょうから、底のほうにあったものがまざり合っている可

能性が十分あるのですが、そんな測定結果を、通りかかった若い方が関心を持って見ておられ

ました。また、国道297を北上してニュー黒潮台の武道大学を挟んで反対側に小さな児童公園が

あるんですね。そこは砂場がちょうど一番低い位置にありまして、雨水が全部砂場に集まるよ

うになっていまして、砂場の一番低いところがあったので、そこの地表をはかりますと0.125マ

イクロシーベルトでした。ほかの公園の中央部分のところは0.07ほどなんですけども、そうい

うところは高い。その四つ角に交差点があって、金網で側溝にふたが歩道みたいにしてわたっ

ているんですね。そこに落ち葉がいっぱい敷き詰まっているわけですけど、そこの表面は0.33

マイクロシーベルトです。ただ、それは地表５センチですから、そこの１メートルの高さでは

かってみますと0.105なんですよ。１メートルの高さで0.23以上というのが国の除染でお金出す

と言われていますから、そこまでには至っていないけど、地表は0.33。児童公園と同じ場所と

いうことですね。 

 そこでは人は近寄ってくる方はいなかったんですけども、大楠に行きましたら、うちの庭で

ロシア製の機械を借りてきてはかったときに0.2以上の値が出た。息子夫婦が勤めに出ているも

のだから、孫を預かっているんだと。庭で遊ばせていて、前にはかったときにえらく高かった

ので心配している。だから、はかってくれ、来てくれというわけで行ったんです。そうしたら、

雨水が落ちて、それが流れ出るところは0.07、それがたまって、落ち葉がたまっているような

場所、ここが一番高いんじゃないかと思われる場所が0.15強なんですよね。でも、それは全部

地表５センチなんです。ですので、その方は、機械によって感度が違うので、たまたま前には

かったときに高く出たんじゃないかということで、一応、安心はされておられました。放射能

というのは色がついていませんけれども、そうやってはかっていますと、濃淡が見えてくる。

それが非常に大事なことだと思うんです。今、行政がはかって発表していますけれども、市民

が同席して一緒にはかってみると、その方自身が濃淡を見るように、放射能が見えてくるとい

うことが体感できるわけなんです。 

 先ほど考えてないというお話がありましたけれども、繰り返し、市民の参加の仕組みをいか

につくるのかということが、今後非常に大事だろうと。市民の中に安心が広がるというのはそ

ういうことを通じてなんですよね。安心ですよといって、いかに広報するかじゃなくて、実際

にそうやってみると、孫をここで遊ばせているんだけども、大丈夫なんだなということが自分

ではかって実感できるということがあるわけなので、そのことをぜひとも。私はその13万円の

機械を買ってくれという方法と、ぜひはかってくれと私が呼ばれたように、市から出向いてい

ってはかる方法とか、そのときに市がはかってあげて、結果だけは後でお知らせするというん

じゃなくて、一緒にやるということが大事だということを申し上げているんですが、市民が実

際に測定に携わるということが非常に大事だということを重ね重ね申し上げ、自分の体験から

も申し上げておきたいと思うんです。 

 一言、そのことにつきまして、今後の方向。市がやるにしても、今までのやり方のまま繰り

返していくことがいいとは思えませんので、どう発展させるか、これが問われているんだろう

と思うんですね。放射線への監視をいかに進展させ、発展させるか、この点につきまして、今

後どういう姿勢で臨まれるか、一言ご答弁をいただきたいと思います。 
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○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 

○環境防災課長（目羅洋美君） 今後の放射線の測定ということでございますけれども、方針といた

しましては、当面、従前と同じような形でやることを考えております。ただ、いろいろな情勢

の中でやり方を変えていくということも、その中では検討したいと思います。以上でございま

す。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 東京湾のほうで東京湾内に流れ込む河川、非常に大きな河川がいっぱいあり

ますので、特にホットスポットになっている東葛に近い東京湾の海底の汚泥に高濃度の放射性

物質が蓄積しつつあるという情報も出ておりますので、勝浦市の近海の海は分水嶺から海岸ま

で非常に短い距離で雨が流れ下っておりますので、さほどの濃縮というのが考えにくいかとは

思うんですけど、ただ、夷隅川の流域面積は非常に広大ですので、大原の夷隅川河口周辺とい

うのは、夷隅川の放射性物質が川を通じて流れ下るという可能性は十分あるかと思うんです。

この辺は県とも十分連携をとられて、そういった今後、海底に蓄積するであろう放射性物質の

監視につきましても目を配っていただきたいと思います。 

 次の東京電力の損害賠償について質問を進めます。勝浦市でも説明会の開催をご検討いただ

くということなんですが、先月の末に御宿独自で説明会を開催したとお聞きしておりますが、

その様子がわかりましたら、ご紹介いただきたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。玉田観光商工課長。 

○観光商工業課長（玉田忠一君） 御宿に確認しましたところ、東京電力の７名の社員、内訳は説明

者が２名、会場案内４名、受付１名、参加者は海岸売店関係者４名、小売り業者が３名、宿泊

業者が３名、飲食業者３名、業種不明の方が２名、計15名、そのほかに漁業協同組合職員２名、

商工会職員２名、役場職員４名、合計23名の参加があったと聞いております。また、聞きなが

らわからない人に対しては、東電職員が対応しまして、終わりましてから個別相談に６名の方

が参加し、東京電力社員が30分程度対応したというふうに聞いております。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） ぜひ、勝浦市でもこういう説明会を開いていただいて、結局、東京電力とそ

の方とのダイレクトの交渉ごとですと、風評被害による被害が現に放射能についてということ

でなかなか壁が高いと思うんですね、ハードルが。そういう点であきらめてしまう方々も多く

あろうかと思いますけれども、横の情報で、例えば、ホテル三日月でこの賠償がどういうふう

に成立したか、そういう情報だけでも横に流れれば、そこに100％依存しているような出入りの

業者でしたら、自分のところの売り上げ減はどの程度の補償がしてもらえるんじゃないかと、

そういう目安にもなろうかと思いますので、ぜひ市のほうとしては、横の情報の交換を媒介し

ていただけるような今後の役割も大いに期待されるのではないかと思うんです。まず、そうい

うとっかかりとして、東京電力を勝浦市に招いて説明会を開催していただくよう、重ねてご要

望したいと思います。 

 最後にエネルギーの地産地消ということで、市長からはまたしてもご見解は差し控えられる

ということでありましたけれども、原発から撤退するかどうかの判断がなかなか市長としては

言いづらいのかと思いますけれども、私が１つお尋ねしたいのは、エネルギーは東京電力みた

いな大きな会社が大量に生産して、供給して、我々はそれを買えばいいんだということでいい
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のかどうかということが一つ問われているんじゃないかと思うんですよね。私があえてこの質

問項目にエネルギーの地産地消というふうな表題でお尋ねしているのは、今後はエネルギーは

地産地消が主流になるようなぐらい力を入れていかなければならないだろうと思うんです。そ

ういう点で、市長が１年たった今の時点で、勝浦市を運営される上でのエネルギーに対してど

ういう態度を、どういう考えを持って臨んでいかれるのかという、その点のお尋ねを含んでい

ますので、ぜひとも積極的なご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。猿田市長。 

○市長（猿田寿男君） 今お話ありましたように、今、電力は東京電力が１社独占という形でやって

おりまして、果たしてそれがいいのかどうか、発電と送電の分離とか、いろんな議論がされて

います。風力、太陽光、いろいろな自然エネルギーもあります。これが全体のどのくらい割合

を占められるのか。せいぜい10％程度じゃないか。また、これから日本の将来の産業を考えた

ときに、電気がパンクしたときに日本の産業がどうなるのか、日本じゅうが停電になったとき

にどうなるのか、いろんな問題があるというふうな、いろんな議論がされているというのを私

は聞いております。私は何も原発に頼るのがいいというふうにも思っていませんし、また、自

然エネルギーだけでもいいのかということになると、当面は現実問題としてはなかなか難しい

んではないかなということで、現在、国のほうで種々議論されていますから、その推移を見守

りたいと。私の意見は差し控えさてくださいということでございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 新聞赤旗の日曜版というのがありますが、これの２月12日付にこのような記

事がございました。こういう新聞だったんですけど、これは千葉大学の倉阪研究室というのが

毎年試算しております自然エネルギー100％自給の市町村が全国で52あったと、そういう発表な

んですね。データは2010年３月時点ですけど、私は52もあるのかということで驚いたわけなん

です。有名なまちがありますので、幾つかそういうところがあるんだなとは思っておりました

が、52も自然エネルギー100％自給のところが誕生していると。これが広がりつつあるというこ

とでありますし、これを実施しているところは人口が少なくても自然が豊かで食料自給率が高

い場所だと。田舎にこそその可能性があるというわけなんですね。52あるうちの28の市町村が

食料自給率でも100％超えなんだということなんです。相関関係があるということですね。とこ

ろが、残念なことに首都圏、この千葉大学の教授が調査しているんですが、千葉県に一番近い

ところは神奈川県の丹沢湖を抱える山北町しかないんですよ。ずうっと北のほうの千葉から遠

く離れたところしかないと。だから、視察に行こうというと、結構遠くまで行かないと見れな

いというわけなんです。一番近いところで丹沢湖のそばというわけなんですね。送電網が発達

しているところは、安易に東京電力から大量生産の電気を買えばいいということに流れてしま

っているというような帰来があろうかと思うんです。しかし、これは今回の地震の中でもそう

いう太陽光発電を備えていたところは、日中、電気が使えたんですよね。そういったことで、

今回、新しい市民文化会館でも、そういう太陽光発電装置を備えようというふうになっておら

れますけども、エネルギーの地産地消、そういう大電力会社に頼らない、そういうエネルギー

のあり方。これが地域における雇用やまちおこしにもつながりながら展開しているというのが

特徴でもありますので、そういった点、千葉大学の研究室がこういうことを身近で研究されて

いるわけですので、勝浦市でもこういった研究室にコンタクトをとって、勝浦市での今後の展
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開を構想していけばいいんじゃないかと思うんです。そういう点で前向きの動きをつくってい

ただきたいと思うんですけども、一言ご答弁をいただいて、終了したいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。猿田市長。 

○市長（猿田寿男君） 参考にはさせていただきたいと思いますけども、この電力のエネルギーをど

うするかというのは、できるところ、今、文化会館を計画していますけども、そこにも太陽光

発電も一応、今、計画しております。私は太陽光発電と蓄電を一緒にして、いざ災害のときに、

この文化会館の中が避難所になりますから、ここが夜暗いというのは非常に不安に思うという

ようなことで、できれば太陽光の発電と蓄電をセットにして活用できれば一番いいなと思いま

す。 

 この電力エネルギーは当面どうするかということと、将来どうするかというようなことを考

えるべきだろうと思いますし、先ほど言いましたが、現実的にはまだ自然エネルギーというの

は、まだまだ量的には非常に少ないので、日本の産業とどういうふうにセットにしてやってい

くのか。将来は、原発というのも徐々に徐々に離れていくのかな。いいとか悪いじゃなくて、

私の評価ではなくて、離れていくのかなとも思いますけども、そこら辺を当面、エネルギーを

どうするか、将来どうするかというようなことで、国のほうでも議論しているので、そこら辺

を見守っていきたいと思っています。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 以上で質問を終わります。 

○議長（丸 昭君） これをもって藤本 治議員の一般質問を終わります。 

 午後２時まで休憩いたします。 

午後１時４４分 休憩 

╶───────────────────────╴ 

午後２時００分 開議 

○議長（丸 昭君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続きまして、佐藤啓史議員の登壇を許します。佐藤議員。 

〔７番 佐藤啓史君登壇〕 

○７番（佐藤啓史君） 一般質問初日、３番手で質問いたします。新創かつうらの佐藤でございます。

どうぞよろしくお願いします。 

 私は今回、大きく４つのテーマについてお聞きします。一つには、友好都市との交流につい

て、２つには婚活男女の交流について、３つには元新戸小学校の跡地利用について、４つには

勝浦市の歴史文化遺産についてであります。 

 まずは、友好都市との交流についてお聞きします。私ども新創かつうらでは、先月15日に西

東京市を会派視察として訪問させていただきました。目的は、友好都市間の交流事業について

理解を深めるとともに、さらなる交流事業の推進について、話し合いを行うことでありました。

行政視察したことを少しでも市政に反映させることは、何よりも大事であり、そのためには見

てきたこと、聞いてきたことを議会において提言、提案させることが議員の責務であると考え

ます。そんなことから、勝浦市議会では、代表質問の形式はございませんが、この問題に関し

ては会派を代表しての質問とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

 勝浦市は、平成15年10月に全国勝浦ネットワークを結んでいた和歌山県那智勝浦町、徳島県
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勝浦町と友好都市盟約の調印を結びました。また、本市勝浦区の祭り屋台の彫刻と西東京市田

無神社本殿の彫刻が江戸時代後期に神社仏閣の彫刻師として名をはせた嶋村俊表の作という共

通点から始まった市民レベルの交流が発展し、平成15年10月に東京都西東京市との間にも友好

都市盟約の調印を結びました。 

 日本武道館研修センターにおいて、２市２町のトップが顔をそろえ、多くの来賓者やマスコ

ミが参列していたことをよく覚えております。全国勝浦ネットワークによる最も大きな効果事

例としては、何よりも勝浦ビッグひな祭りの開催があろうかと思います。 

 本家ビッグひな祭りを開催していた徳島県勝浦町から7,000体のひな人形を里子として譲り受

け、勝浦ビッグひな祭りが開催されました。そこから勝浦ビッグひな祭りは年々発展し、今ま

では房総の春を告げるイベントとし定着し、日本を代表するイベントとして広く認知され、勝

浦市の交流人口増大に大きな役割を果たしてくれております。 

 また、友好都市盟約以降は災害協定の締結が結ばれました。何よりも昨年の3.11、東日本大

震災では本市に対しての支援、逆に台風12号による甚大な被害をこうむった那智勝浦町に対し

て災害物資の支援や災害見舞金の支給、そして今年に入り、台風12号により被災した那智勝浦

町の復興と発展を願い、２月１日から開催された南紀勝浦ひなめぐりには、勝浦市から那智勝

浦町に対し3,000体のひな人形が里子として提供されました。西東京市においては、イベント間

交流が毎年行われておりますが、市民の友好都市というものの、認知度は余り高くないのが実

情のようであります。 

 そこで、まず１点目に、友好都市の目的についてお聞きします。そもそも友好都市を結ぶ目

的とは何なのか、何のために友好都市となるのかについてお聞きします。 

 ２点目に、全国勝浦ネットワークの目的について改めてお聞きしたいと思います。 

 ３点目には、西東京市との友好都市の目的についてお聞きします。 

 次に、友好都市の交流促進についてお聞きします。今までの交流をさらに深化させ、行政レ

ベルを超えた市民レベルの交流、商工会や各種団体を通した経済交流、学校や子供会を通した

子供間の交流などを考える時期にあると考えます。 

 そこで１点目に、全国勝浦ネットワークの今後について、どのように考えているのかをお聞

きします。 

 ２点目には、西東京市との今後の交流についてはどのように考えているのか、お聞きします。 

 次に、全国勝浦ネットワークに関して、新しい提案をさせていただきます。全国勝浦ネット

ワークは、自治体名に勝浦の名を冠する自治体がネットワークを結んで交流するものであると

解釈しておりますが、自治体名とはなっていないものの、勝浦の地名を残す自治体があります。

私が調べただけでも福岡県福津市、鹿児島県大島郡瀬戸内町の２自治体では、勝浦の地名が残

っています。そこで、現在の全国勝浦ネットワークのさらなる深化系として、勝浦の地名を残

す自治体を加えた拡大勝浦ネットワークとして呼びかけをしてみてはどうでしょうか。ご見解

をお伺いします。 

 次に、婚活男女の交流についてお聞きします。世界人口が増え続ける一方、日本の人口減少

が始まりました。国立社会保障・人口問題研究所の発表では、平成22年国勢調査による１億

2,806万人から平成42年には１億1,662万人、平成60年には１億人を割って9,913万人、平成72年

には8,674万人になるものと推計され、平成72年までの50年間で人口は4,132万人、当初人口の
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32.3％の減少が見込まれるという推計結果が発表されています。 

 少子高齢化と人口減少がもたらす問題点については、生産年齢人口の減少からくる労働力の

低下や国力の低下、年金や社会保障を初め、これまでに経験したことのない多くの問題、課題

が発生することも予想されます。一方で、勝浦市においては、人口の減少に歯どめがかかるこ

とはなく、今年じゅうには人口２万人を割るものと思われます。人口減少の要因としては、出

生数と死亡数の差である自然増加数の減である自然減と転入に対して転出の差による社会的要

因である社会減がありますが、勝浦市においては両方の要因による人口減が続いております。

人口減少問題については、昨年９月議会において質問させていただき、定住人口増加のための

取り組みについてお聞きし、加えて、ネット市民制度の提案をさせていただきましたが、今回

は自然減の部分である出生数の増加のための対策として、勝浦市はもとより、全国的にも問題

化されている未婚化、晩婚化について、市の取り組みをお聞きするとともに、新たな提案をさ

せていただきます。 

 結婚適齢期を迎えながらも独身でいる男性、あるいは女性が増えている現状を打開すべく、

議員１期目のときに平成15年９月議会、平成18年９月議会において質問させていただきました。

したがって、同趣旨の質問としては今回３回目となります。断っておきますが、結婚するしな

いは個人の自由であり、個人の生き方にかかわる事柄でもあります。あくまで本市の実情を踏

まえ、行政として取り組むべき課題を把握し、私も議員の一人として市民の皆様のお手伝いが

できるものと考えて質問することをご理解いただきたいと思います。 

 個人の自由であるとしながらも、結婚したいのにできない、あるいは離婚率を高めてしまう

ような社会的な要因があるとすれば、行政としては対応すべき問題であると考えます。そこで

まずは結婚相談員についてお聞きします。 

 本市では、未婚化、晩婚化対策として結婚相談員による取り組みがなされておりますが、１

点目として、結婚相談員の活動状況及び実績についてお聞きします。 

 ２点目には、結婚相談員の所管は公民館となっておりますが、市長部局へ移管すべきと考え

ますが、ご見解を伺います。 

 ３点目には、結婚相談員にかわる勝浦縁結び隊や仲人報奨金制度の創設を提案しますが、ご

見解を伺います。 

 次に、街コンについてお聞きします。現在、独身男女の出会いの場創出と地域活性化を融合

させたイベントである街コンが全国各地で開催されています。地域によっては1,000人対1,000

人といったとてつもない大がかりなイベントも開催され、マスコミ等にも注目されております。

そこで、この街コンを勝浦市でも開催することを提案するものでございますが、ご見解をお伺

いします。 

 次に、元新戸小学校の跡地利用についてお聞きします。新戸小学校は、児童数の減少により、

平成16年３月をもって勝浦小学校と統合により130年の歴史に幕をおろしました。その後、校舎

は解体され、現在は更地となりましたが、人の出入りがないため、草が生え、昔の面影は一切

なくなってしまいました。卒業生の一人としては、寂しく感じます。今のままの状態を打開し

ていただきたいと思うのは、地元住民の願いであると思います。 

 そんな中、12月議会中の議員全員説明会において、執行部より給食センターを元新戸小学校

跡地へ移転改築すると説明がありました。私自身は歓迎すべきであると考えますが、１点目に、
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給食センターの移転改築に対する地元対応についてお聞きします。 

 ２点目に、新しい給食センターに地元住民が利用できるコミュニティースペースの併設を求

めるものでありますが、見解を伺います。現在、新戸小学校区内には避難所がない状況にあり

ます。市の柔軟かつ前向きな答弁を期待します。 

 ３点目には、給食センター建設に当たり、道路環境の整備についてお聞きします。建設予定

地である元新戸小学校は、市内中央部に位置し、国道297号線に面します。給食センターとなれ

ば、職員、食材等の業者、配達などの多くの車両の出入りが予想されます。もともと出入り口

が２カ所ありますが、見通しの悪い国道297号線の近くにあることから、通行車両や歩行者の安

全性を考えた道路環境の整備が必要であると思いますが、見解をお伺いします。 

 次に、勝浦市の歴史文化遺産についてお聞きします。勝浦三町江戸まさり、この言葉は勝浦

区の上町、仲町、下町の３町のにぎわいが文字どおり、江戸をまさるとの言葉であり、港町と

して栄え、にぎわいのあった当時の勝浦を連想させてくれます。私は勝浦に生まれ、勝浦に育

ったことを誇りに思い、生活している一人でありますが、勝浦で生まれ育ったことを誇れない

若者や市民がいることも認識しています。生まれ育った故郷を愛せない人間に国を愛すること

ができるとは思いません。なぜ勝浦で生まれ、勝浦で育ったことを誇りに思えないのか。究極

的には戦後教育にあると思いますが、これからの勝浦、将来の勝浦を考えたときに、子供たち

に勝浦の伝統、文化、芸能などの歴史を伝えていくことが必要であると思います。温故知新と

いう言葉がありますが、昔学んだことや昔の事柄をもう一度調べたり考えたりして、新たな道

理や知識を見出していくことが重要ではないでしょうか。輪島、高山と並ぶ日本３大朝市、官

軍塚、お万の方の伝承、勝浦町内の祭り屋台の彫刻、松野や杉戸のお神楽や鵜原の大名行列な

ど、多くの有形無形の歴史文化遺産が今なお存在しています。このことは同時に地域資源でも

ありますが、大切なことは、その歴史を学び、継承していくことではないでしょうか。 

 私は今回、市、観光商工課で行っているまち歩き観光ガイド養成講座を受講し、改めて認識

しました。特にこれから勝浦を担う子供たちに対し、勝浦の歴史と文化を伝え、先人たちがつ

くってきた勝浦を知っていただきたいと願う一人であります。 

 そこで１点目に、勝浦市の歴史文化遺産の継承をどのように考えているのか、また、今まで

の取り組みについてお聞きします。 

 次に、ハーマン号についてお聞きします。ハーマン号とは、川津沖で沈んだアメリカ製の外

輪蒸気船のことです。最近の新聞を見ている方、市役所ロビーの展示をごらんになった方なら

ハーマン号と聞いてすぐわかると思います。このハーマン号がここ一、二年で注目されてきて

います。戊辰戦争で函館五稜郭に立てこもった榎本武揚軍を攻めるために、熊本藩兵約300人を

乗せたハーマン号は川津沖で沈没しました。お亡くなりになった多くの犠牲者を当時の川津村

の人たちが厚く弔い、官軍塚を建立いたしました。 

 この日本の歴史上における海難事故として見逃すことのできないハーマン号と官軍塚を改め

て再認識する必要がありますが、現在、ハーマン号を世に出す会が組織されていると伺ってい

ます。そこで、ハーマン号を世に出す会の目的についてお聞きします。 

 次に、養珠婦人お万の方についてお聞きします。江戸幕府初代将軍、徳川家康公の側室であ

り、徳川御三家である紀州藩、水戸藩の藩祖である徳川頼宣、徳川頼房をお産みになられた養

珠婦人お万の方、当時の勝浦城主正木頼忠のお姫様であり、勝浦城落城の際に断崖絶壁をさら
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しをつたっておりたという伝承を持つお万の方ですが、一般的には水戸黄門のおばあちゃん、

祖母として知られています。この養珠婦人お万の方の大河ドラマ化についてお聞きします。 

 最近の大河ドラマはだれでもが知っているような定番の歴史上の人物から、その人物の生き

方や波瀾万丈な人生、時の社会や風俗に影響を与えた人物を主人公にするようになってきてお

り、過去に主人公となった直江兼続とゆかりのある新潟県の南魚沼市や山形県の米沢市では多

くの観光客が訪れたと聞いております。その経済効果ははかり知れないものと思われます。既

に大多喜町では徳川四天王と言われた本多忠勝公の大河ドラマ化に取り組んでいると聞いてい

ますが、本市でも養珠婦人お万の方の大河ドラマ化について取り組んでみてはいかがでしょう

か。ご見解をお伺いします。 

 以上で登壇しての質問を終わります。 

○議長（丸 昭君） 市長から答弁を求めます。猿田市長。 

〔市長 猿田寿男君登壇〕 

○市長（猿田寿男君） ただいまの佐藤議員の一般質問に対してお答え申し上げます。 

 まず友好都市との交流についてでありますが、まず、その目的についてのご質問でございま

す。友好都市を結ぶ目的は、市民の文化交流や親善を図り、これによって相互理解を深め、地

域の振興、活性化等に結びつけていくものというふうに思っております。特に最近は経済的な

交流であるとか、また、災害時の援助の交流、こういうことも一つ交流に入るということで、

特に経済的な交流というのが大事だと思っています。 

 勝浦ネットワーク及び西東京市との友好都市提携につきましても、同様に理解しております。 

 次に、友好都市との交流促進についてでありますけども、議員ご承知のとおり、勝浦ネット

ワークにつきましては、勝浦という名称を冠する自治体同士という経緯がございました。また、

西東京市につきましては、江戸後期の彫刻師、議員からもお話ありましたように、嶋村俊表の

作品が縁となり、友好都市提携に至ったものでございます。 

 勝浦ネットワークの那智勝浦町及び徳島県勝浦町につきましては、遠方ということで頻繁な

行き来ができないというような状況でございますが、ひな祭り等を通じ、さらなる連携を図っ

ていきたいと考えております。今般のビッグひな祭りでも、那智勝浦町の寺本町長もオープン

式にわざわざ来ていただいて花を添えてくれたということでございます。 

 西東京市につきましては、車で３時間ほどの場所にありまして、海に接していないという地

勢にもございますので、海の幸を多く持っているというような本市の特性で、本市の地域資源

を活かして産業の活性化等に結びつけていきたいと考えております。 

 次に、勝浦ネットワークの拡大についてでございますけども、ご提言の自治体は自治体名に

勝浦の名を冠するものではないというようなことで、今のところは、直ちに呼びかけをすると

いう考えはございませんけども、何かその町の、今、字で勝浦という名前があるでしょうけど、

こういう勝浦との縁があるということで、縁が結ばれる動機づけがあれば、今後、それも検討

したいと思います。ただ今現在は、勝浦の名を冠するところでネットワークを組んでいるとい

うことで、今のところ直ちに呼びかけをするという考えはございません。 

 以上で佐藤議員に対する一般質問の答弁を終わらせていただきます。そのほかの教育問題に

つきましては教育長より答弁をいたさせます。 

○議長（丸 昭君） 次に、松本教育長。 
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〔教育長 松本昭男君登壇〕 

○教育長（松本昭男君） ただいまの佐藤議員の一般質問に対し、お答えいたします。 

 初めに、結婚相談員の活動状況と実績についてでございますが、これまで先進市町村への研

修視察、登録者同士のふれあいパーティー及び登録者との意見交換などの活動を実施してまい

りました。なお、本年度は去る３月４日にひな祭り出会いの場を企画したところであります。 

 また、結婚相談員による結婚相談を３月から毎月定期的に実施する予定であります。実績に

つきましては、登録者同士のお見合いはほぼ毎年行われておりますが、婚姻件数は平成14年度

を最後に現在まで実績はありません。 

 次に、結婚相談員の所管についてのご質問でございますが、先ほども申し上げましたとおり、

平成14年度を最後に婚姻までに至っていない現状や県内市町村の結婚支援事業の担当課が多岐

にわたっていることなどから、市役所内に設置することがよいのか、また、ＮＰＯ法人、ある

いは社会福祉協議会などがよいのか、一番実効が上がる方法を今後検討してまいりたいと考え

ております。 

 次に、結婚相談員にかわる勝浦縁結び隊や仲人報奨金制度の創出についてのご質問でござい

ますが、ご提案のありました勝浦縁結び隊制度につきましては、実施している自治体がござい

ますので、本市でも今後広い視点に立って考えていく必要がありますことから、結婚相談員を

初め、関係各課などと協議して、制度創設の可能性を検討してまいりたいと考えております。 

 なお、仲人報奨金制度につきましては、地域によって昔からの慣習を考慮する必要がありま

すので、制度の創設については慎重を期する必要があると考えております。 

 次に、街コンについてのご質問でございますが、街コンはまちぐるみで行われる大型のイベ

ントであり、主催者は開催地の飲食店、または地元有志で組織される実行委員会形式で実施し

ている体制でありますことから、関係各課、各種団体などと協議して、制度創設の可能性を検

討してまいりたいと考えております。 

 次に、元新戸小学校の跡地利用に係る学校給食共同調理場移転改築地元説明会についてのご

質問でございますが、地元住民の方々への説明会につきましては、新戸地区説明会を２月22日

に実施したところでございます。説明会では、改築の必要性、建設予定地、新施設の規模、建

設スケジュール等、学校給食共同調理場移転改築計画の概要について説明させていただきまし

た。 

 地域住民の方々からは、学校給食共同調理場の建設に反対するご意見はなく、ご賛同いただ

くことができました。一方、出入り口の安全確保、騒音、臭気に気をつけてほしい、コミュニ

ティー施設が欲しいなどの要望や、施設の排水量とセキュリティーについての質問がございま

した。なお、３月10日に宿戸地区、３月11日に中谷地区、３月15日に平田地区の説明会を予定

しております。 

 次に、コミュニティースペースの併設についてのご質問でございますが、地域住民の方々か

らもコミュニティースペースの併設についてのご要望がありましたが、食中毒などの衛生管理

上、学校給食共同調理場に多くの方々が出入りすることになるコミュニティースペースを併設

することはできませんので、調理施設と完全に隔離したスペースに食育の学習等ができる研修

室の設置を予定しております。 

 次に、共同調理場建設に伴う通行車両及び歩行者の安全についてのご質問でございますが、
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議員ご指摘のとおり、元新戸小学校の通用口は２カ所ございますが、国道297号線に面しており、

交通量も多いため、通行車両及び歩行者の安全を確保するための対策が必要であると考えてお

ります。また、通用口の位置も見通しのよい場所に設置するなど、歩行者の安全確保も含め、

設計の段階から関係課と協議してまいりたいと考えております。 

 次に、勝浦市の歴史文化遺産についてお答えいたします。１点目の歴史文化遺産の継承につ

いてでありますが、勝浦市内には貴重な文化財や遺跡、古文書等、歴史資料も多く存在します。

先人の残した貴重な文化遺産は、市民の皆様の宝物であり、現在、そして将来に向けて引き継

いでいかなくてはならない共有の財産であると考えております。 

 また、今までの取り組みについては、ふるさと勝浦を知るための勝浦市史の発行、市指定文

化財の維持管理、県指定天然記念物の保存事業の実施などに取り組んでまいりました。 

 次に、黒船ハーマン号を世に出す会の目的でございますが、明治２年、熊本藩兵とアメリカ

人船員を乗せたアメリカ船ハーマン号が川津沖にて座礁、大破し、日米多数の犠牲者が出て、

官軍塚に葬られました。当時、地元住民が全村挙げて救出に努めた献身的な行動、また、熊本

県の民家から座礁、救助活動など、当時の様子を伝える絵巻物の発見による新たな史実など、

当時の様子を伝え知る人が少ないハーマン号遭難の史実に光を当て、本市の歴史の記録に残し、

後世に語り継いでいこうとするものであります。 

 次に、養珠婦人お万の方の大河ドラマ化についての取り組みでございますが、お万の方の史

実につきましては、これまで八幡岬公園、勝浦城跡及びお万の布ざらし伝承など、文化遺産と

して保護、活用に努めてまいりました。 

 このような中、お万の方は、勝浦城主正木頼忠の娘であり、後に徳川家康の側室となって、

紀州と水戸などとゆかりがあることから、江戸幕府の礎をつくった方でありますが、資料が少

ないため、大河ドラマ化に向けての史実が不足していることから、今のところ、大河ドラマ化

は難しいと考えております。 

 なお、平成24年度の新規事業として、勝浦市史副読本を作成する予定でありますので、これ

にあわせて、お万の方に関する新たな史実の発掘に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で佐藤議員に対する一般質問の答弁を終わります。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。佐藤議員。 

○７番（佐藤啓史君） 市長及び教育長からご答弁いただきました。それを踏まえて再質問させてい

ただきます。 

 まず、友好都市の目的について市長の答弁をいただきましたけれども、改めて概念というか

定義というか、友好都市というものが一体何なのかというのを執行部の皆様も、同僚議員も含

めた私たちももう一度再認識するいい機会だと思いまして、お聞きしました。それについてと

やかく言うことはないんですけども、単純に友好都市と姉妹都市という呼び方があります。西

東京市は福島県下郷町とは姉妹都市になっている。勝浦市と山梨県の北杜市、昔の須玉町とは

友好都市という関係らしいのです。私自身がその辺の友好都市と姉妹都市の違いを、例えば、

姉妹都市ですから親戚です。友好都市は友達という扱い、普通の人づきあいの中でいえばです

けれども、その辺について、どう違うのか、ただ呼び方が違うのかという部分、その辺、わか

れば、お聞きしたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。関企画課長。 
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○企画課長（関 利幸君） 私の知り得る範囲でございますけれども、友好都市、姉妹都市、基本的

な相違はないと解釈をしております。俗に言う姉妹都市の場合ですと、シスターシティという

アメリカ英語がそのまま日本で採用されているというようなことで聞いております。したがい

まして、欧米各国におきましては兄弟都市であるとか、パートナー都市であるとか、双子都市

であるとか、いろいろな使い分けがあるようでございます。しかしながら、日本におきまして

はアメリカ英語ということで姉妹都市と。ただ、姉妹都市ということになりますと、どちらが

姉でどちらが妹かという議論にも発展する可能性もあるということで、それらを避けるために

友好都市というような用い方をしているというように理解をしております。以上でございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。佐藤議員。 

○７番（佐藤啓史君） よくわかりました。欧米では兄弟都市、日本では双子都市もいいのかなと。

単純なあれですけれども、特に深い意味はない。呼び方の違いだというふうに私も今、解釈し

ました。ぜひ、勝浦市の場合は２町１市と友好都市を結んでいるということで解釈したいと思

います。 

 市長からの答弁もございましたけれども、勝浦ネットと西東京市、友好都市は若干始まりが

違う。勝浦の冠を関する自治体と彫刻で結ばれた西東京市という扱いで若干違ってくると思い

ますけれども、例えば、この前、市長もおっしゃいましたが、ビッグひな祭りの開会式で寺本

町長が、同じＤＮＡを感じるとあいさつの中でお話しされていました。恐らく那智の勝浦、徳

島の勝浦、千葉の勝浦、市民の中に同じＤＮＡを共有しているんだろうというふうに考えます。

ぜひ、今回の災害の支援、あるいはビッグひな祭りを通じて、那智のほうでも始まります。勝

浦ネットワークの１市２町すべての自治体においてひな祭りが開催されるというすばらしいこ

とが、これこそまさに勝浦ネットワークを結んだ効果だったのかなと思いますので、勝浦ネッ

トに関しては特にお聞きすることはないので、今後も引き続き続けていただきたいとお願いを

します。 

 ただ、目的の中で１点だけ聞きたいんですけれども、例えば、先ほども申し上げましたけど

も、ハーマン号の関係、歴史的なつながりが今また熊本とお万の方を通じて紀州や水戸と、今

後、こういった市民レベルの交流とか始まってきた段階で、これがまた友好都市になれるよう

な都市が出てきた場合、あるいは勝浦ネットワークに入れてくださいなんて、多分ないと思い

ますけど、そういうところが出てきたときにはどうするのかという部分です。例えば、先ほど

言った福津市ですとか、鹿児島県の瀬戸内町、奄美群島の中の一つらしいんですけれども、う

ちらも勝浦があるから、ぜひという話になったときには、協議の場のテーブルに着くというか、

どうしましょうかというとこまで行くのかどうかという部分も含めて、市長のほうでは現在は

という話だったんですけれども、今後、そういった日本じゅうを巻き込んだ勝浦、よく地名に

は、例えば新田町、職人の集まりの鍛冶町とか、あるいは当時の支配をしていた豪族なり、大

名の地名がついたというのは、全国に多々あると思うんですね。ただ、それはたまたま同じよ

うな地形だったから、そういう地名がついた。ただ、勝浦に関しては、寺本町長がおっしゃっ

ていたように、同じＤＮＡで結ばれている勝浦という地名であって、これは日本全国探しても

同じＤＮＡを持つ人たちが、同じ地名を持って今、実際に地名で残っているというのは、恐ら

くほかにないんじゃないかなと思うんですね。これは恐らく、わかりませんけれども、海つな

がり、交易、あるいは時代によっては海賊、村上水軍とか熊野水軍とありましたけれども、あ
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るいは漁師、とにかく海を通じて交流して結ばれた、同じＤＮＡを持つ人たちの集まりが全国

にあって、同じ地名を持ったというのは、勝浦のほかにないんじゃないかなと思うので、ぜひ、

今後の展開の中で、拡大ネットワークに関しては、一つのロマンですよね。勝浦のロマン、勝

浦の始まり、ルーツを探るロマンという部分で、おもしろいと思います。 

 おもしろいだけで提案しているわけじゃないんですけども、先ほど言ったように、勝浦ネッ

トワークが始まってビッグひな祭りが始まったんですよね。拡大勝浦ネットワークによって新

しい取り組みが始まるかもしれません。市民が胸騒ぎする、わくわくするようなことが、もし

かしたら拡大勝浦ネットワークによって新しい勝浦がまた始まるんじゃないか、そういうわく

わく、どきどき感、そういうものをぜひとも子供たちや若い人たちに持っていきたいなという、

一つの提案です。今後検討していただきたいと思います。 

 私ども新創かつうらは西東京市にお伺いしました。約16平方キロメートル、４キロ四方の面

積の中に約20万人が住む、坂口市長と直接、私たちお話しさせていただきまして、坂口市長は

西東京市の地域資源は人であるとおっしゃいました。以前、９月議会でいすみ市のある課長が、

いすみ市の地域資源は空き家であると言いましたけれども、坂口市長は西東京市の地域資源は

人である。人が資源なんだというふうにおっしゃっていました。 

 そういう話もいろいろさせていただいた中で、勝浦ネットと違って、車で３時間あれば行け

る距離にある西東京市。お互いの市民祭りとか、こっちのいんべやぁフェスタでお互いの交流

をしている。ただ、もっと西東京市との交流は図れるのではないか。そういうことで、商工会

青年部同士の経済交流もできませんか。あるいは、学校や子ども会を通じて、西東京市の子供

たちが勝浦市に夏休みに来ていただいて自然体験をしていただく、そういうような交流できま

せんか、ぜひ検討させていただきたいというお話をされました。 

 その中で、西東京市は姉妹都市、友好都市に市民が宿泊、観光に行くときには、現在、宿泊

助成をされています。たしか1,800円であったと思います。昨年度の実績、西東京市から勝浦市

にこの助成を使ってお越しになった観光客がどの程度いるか、把握しているかどうか、お聞き

したいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。玉田観光商工課長。 

○観光商工課長（玉田忠一君） お答えいたします。平成22年度で大人が55名、子供が12名来ており

ます。平成23年度では、まだ最終的には数字が出ておりませんけども、現時点で大人25名、子

供が７名来ています。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。佐藤議員。 

○７番（佐藤啓史君） 観光商工課長から答弁がありました。私のほうで聞いた数字と違うので、も

う一度、後でお互い精査したいと思います。 

 西東京市から勝浦市に来ていただく。このために宿泊助成。勝浦市にとってはありがたいこ

とだと思います。ギブ・アンド・テイクで言えばギブだけになってしまうんですけれども、１

つ提案なんですけれども、宿泊助成という形ではなくて、西東京市から勝浦市に来られるお方

には1,000円の商品券を補助する。例えばお食事するのに、おみやげ買うのに使います。ここへ

行ったら、このお店で使えますというものをする。プレミアム商品券と一緒で、その商品券の

1,000円をもらうことでおみやげを3,000円買ってくれるかもしれない。勝浦市が宿泊してくれ

る西東京市の市民に1,000円の商品券を渡すことで、それが5,000円にも１万円にもなるかもし
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れない。そういう考え方ができると思うんですけれども、これは通告していなくてご答弁いた

だけるかどうかわかりませんけれども、そういった西東京市がやっている宿泊助成に上乗せし

て、勝浦市でもそうした助成をできないかどうか。もちろん、これは財政的な問題もあるんで

すけれども、先ほど観光商工課長の言った答弁では100人以下のはずです。1,000円やったとこ

ろで５万円、６万円の世界です。こういったことをぜひ、平成24年度とは言いませんけれども、

今後の友好都市の交流の中において、勝浦市もぜひやっていただいたらどうかということを提

案しますが、ご答弁いただければ、ご答弁いただきたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。玉田観光商工課長。 

○観光商工課長（玉田忠一君） お答えいたします。検討してみたいと考えております。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。佐藤議員。 

○７番（佐藤啓史君） 想定内のご答弁、ありがとうございます。一つの提案です。西東京市に限っ

てはこういう交流もできる、こういう支援もできるというのを一つの例として申し上げました

ので、検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 今言った商品券の先には何があるのか。もちろん、観光客が増えることもそうだし、地域振

興もそうなんですけど、その先には移住、定住まで見据えて、その1,000円の商品券が１人の移

住化、定住化につながるかもしれないという先の長い話なんですけれども、そこまで見据えて

私は提案していますので、よろしくお願いします。 

 先ほど勝浦ネットワークの拡大のお話ししましたけれども、ある市民の方から僕のツイッタ

ーに返信がありました。女性の方です。私は中学時代、勝浦ネットワークの交流事業で仲良く

なった和歌山の子と今でも連絡をとり、仲よくしています。もっともっとネットワークが広が

ったらすてきだなと思っています。勝浦ネットワークが始まってから、子供のときに知り合っ

た和歌山の子と今でも交流している。これからの子供たちが勝浦だけじゃなくて、全国にいる

人たちと交流して、それが今でもつながっているということを一つの例として、こういうコメ

ントが入りましたので、ご紹介をさせていただきます。 

 友好都市に関しては以上で終わりにさせていただきまして、次に婚活の支援についてお聞き

します。教育長からご答弁がありました。結婚相談員制度について、実績と活動状況、私の提

案した市長部局への移管について答弁ありましたけれども、結婚相談員に関して一括で質問し

ますけれども、先ほどの３月４日の出会いの広場、おととい実施されたという答弁だけだった

ので、されてどうだったのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。菅根社会教育課長。 

○社会教育課長（菅根光弘君） お答えいたします。３月４日に図書館に来て、集会所の和室に13名

の参加をいただきました。そのうち男性が７名、女性が６名参加をいただきました。その中で

最初に我々の事務局から一人ひとり自己紹介しまして、その後に各男性と女性が一通り会話が

できるトーク、個人的なトークを行いました。そのときにつきましては非常に盛り上がった会

話がなされておりました。もしかしたらカップルが誕生するんじゃないかという期待を持たせ

るような活発な会話がなされました。その後に団体でひな祭りを見に行かれたということで、

帰られまして、皆さんでお弁当を食べまして、その後にいいなカードというような名称を使っ

たんですけど、男性と女性がそれぞれ、今日、わずかな時間で会った中でいい人がいたらとい

うことで、それぞれ、男性、女性に番号を振りましてカードを提出していただいたんですけど
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も、残念ながらカップルには至りませんでした。しかしながら、これがきっかけで、また、ふ

だん、町なかでお会いしたときに気軽に声をかけて、その後、またもしかしたらお友達関係か

らそれ以上発展する可能性もあるのではないかということで、３月４日の出会いの場について

は、それなりの効果があったと思われます。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。佐藤議員。 

○７番（佐藤啓史君） 菅根課長、詳細にご説明いただきまして、ありがとうございます。そこで、

例えばカップルが誕生したのかしないのかという部分だけ言ってもよかったんですけれども、

お名前は控えさせていただきますが、同僚議員の中にこの婚活を一生懸命頑張っている人もい

まして、また、同僚議員の中にはご縁を結ぶといって頑張っている議員もいらっしゃいます。

そういうことで、勝浦市はこのままだと、うちの近所でも家が半分になってしまいます。跡継

ぎがいない、限界集落の発生とか、地域コミュニティーの崩壊というのが本気で迫っている課

題だというふうに思います。 

 そういうことで、私も過去２回、そして今回３回目の質問なんですけれども、結婚相談員は

実績が出ていないのも承知しました。今年は毎月やるということです。やっていただいて、そ

れで成果が出ない場合には、それこそもう一度、抜本的にこの問題を、公民館からほか、ある

いは結婚相談員そのものの見直し、そういうものをこの平成24年度の１年間で本気で考えると

きであると思います。 

 私が提案させていただきました縁結び隊、名称は何でもいいんです。コーディネーター応援

隊とかいろいろあるんです。全国でもそれで同様の内容で取り組んでいる自治体もあります。

また、仲人報奨金制度も、これは予算が伴うものです。ただ、今やっている結婚相談員に報償

費を払っています。縁結び隊は無償です。やる気のある方、あるいはそういう情報を持ってい

る方、どんどん登録していただいて、結婚相談員じゃなくて、結婚したいという登録者数が全

然増えない。教育長の答弁が以前にもあったんですけれど、遠慮がち、内向きな人が多い。だ

から、なかなか登録しづらい。そうじゃなくて、私が言っているのは、何とかしてどこどこの

せがれさんと、どこどこの娘さんを一緒にさせたいという意欲のある、悪く言えばおせっかい、

よく言えば面倒見のいいおじさんおばさん、そういう人たちにどんどん登録してもらって、勝

浦市内全市を挙げて婚活のまち勝浦じゃないですけれども、そういうふうな取り組みの一つの

事例として、婚活支援隊は無償ですから、そのかわり、個人の情報が出ていますから、守秘義

務を負う。そういった形で、これはもし呼びかけして、集まらなかったら、私の企画倒れとい

うことで責めてもらって構わないですけれど、ぜひ、これをやってみたらどうかという提案で

ございます。 

 また、仲人報奨金も教育長から慎重にという答弁がありました。両方やれということではな

いのですが、教育長の答弁では今年、結婚相談員を一生懸命やるという考えだと思いますので、

今年１年間の成果を見た段階で、私の提案を次年度、次々年度の施策の中に取り込んでいただ

けたらと思います。 

 それから街コンについてでありますけれども、街コン、最近出てきた言葉で、先ほどの答弁

の中にもありましたけれども、街コンとは、参加者、店舗、主催者が一体化して出会いの場の

創出、飲食店等の販促、まちを盛り上げることを目的として地域に密着して開催する大規模な

合コンイベントです。この大型合コンである街コンは2011年の後半から全国各地で急増してい
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る。特に地方ではまちおこしや地域振興として注目されています。いろいろ書いてあるんです

けれども、千葉県内調べましたら、７つの自治体で、四街道のよつコン、我孫子のあびコン、

成田市の成コン、いい言葉ですね。柏市のコイノミカシワ、浦安市の浦安団地デート大作戦、

千葉市の千葉コン、船橋市の船コンというふうな形で開催されています。先ほど答弁ありまし

たけど、市が直接やるものではないと。私もそれは認識しますけれども、実行委員会組織をつ

くってやっていただくような形になると思いますけれども、勝コンなり、名称はいろいろある

と思いますけれども、それで過去にやっているところ、あるいはほかでやっているところも、

例えば商工会青年部と協力してやっていたりするところもあるんですけれども、これは一つの

過去の事例をお話ししますけれども、商工会青年部が12月にＷＡＮＴＥＤ（サンタを探せ）と

いうイベントをやりました。商工会の青年部員がサンタクロースになりまして市内に出没しま

して、クリスマスの24日です。子供たち、お父さんお母さん、はてはおじいちゃんおばあちゃ

んまでが一緒になって、そのサンタを探して市内を走り回ったのです。クリスマスにプレゼン

トを買ってあげられない親御さん、あるいはどこにも連れていってあげられない親御さんたち

からは、青年部の皆さんにありがとうございましたと。夜になったら、青年部がサンタになっ

てプレゼントを届けにいくのです。こういう斬新な企画をつくれる勝浦市の商工会青年部。街

コンできると思うんです。 

 先ほど言ったように、街コンは出会いの場だけではないのです。地域振興も兼ねたイベント

ですので、ぜひこの辺、検討していただきたいと思うんですけれども、ご答弁いただきたいと

思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。菅根社会教育課長。 

○社会教育課長（菅根光弘君） お答えいたします。佐藤議員おっしゃるとおり、街コン関係につい

ては千葉県内でも大々的に７市町村で、実行委員会形式でやっているということは認識してお

ります。こういった企画については、参加者は少ない場合でも100名以上とかというようなこと

を言っておりますけども、これは一つのイベントとしてとらえているようなことであると思い

ますので、その辺、確かに出会いの場の創出と地域の活性化、勝浦市にとっては非常に大事な

ものでございますので、今後、可能性について商工会、あるいはまたほかの団体と協議させて

いただこうかと考えております。以上でございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。佐藤議員。 

○７番（佐藤啓史君） 街コンの質問をしたのを社会教育課長に答弁してもらうというのもどうかな

というふうに率直に思いまして、ほかの課の課長がぜひというふうにならないものかなとも思

うんですけれども、たしか、11月の決算委員会において、企画課長から企画課の若い職員がほ

かのまちのイベントを見に行ったという答弁がありました。そういう何とかして僕もやりたい

という若い職員がいたら、青年部と一緒になって勝浦市の街コンの開催と成功を、平成24年度

できたらいいな。経費的にもそんなにかかっていないような、何十万円とかという世界と聞い

ていますので、検討していただきたいということで、次の新戸小学校の跡地利用について伺い

ます。 

 教育長、答弁いただきました。２月22日に新戸区、３月10日が宿戸、11日が中谷、15日が平

田で説明会をするというお話がありました。新戸小学校区、白木と関谷があるんですけれども、

白木と関谷に関しては、これは確認で聞きますけど、区長から辞退があったのか、お聞きでき
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ればと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。中村教育課長。 

○教育課長（中村雅明君） 現在、白木、関谷については区長と調整中でございます。以上でござい

ます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。佐藤議員。 

○７番（佐藤啓史君） 既に説明会を実施されたのは新戸区ということで、今週、来週からほかの区

でも行うということでございますけれども、この地元説明会、特に新戸区というのは学校のあ

る、地元の中の地元の区になります。今後、１回で説明会を終わりということではなくて、設

計段階に入る前なり後なり、あるいは工事に入る前、後、そういったときに、あと１回でも２

回でも地元の人たちに詳細に説明してあげるのが親切だと思うんですけれども、その辺につい

てご答弁いただきたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。中村教育課長。 

○教育課長（中村雅明君） 地元説明会についてのご質問でございますが、新戸地区地元説明会は２

月22日に実施したところでございます。地域住民の方々から共同調理場に反対のご意見はござ

いませんでしたが、排水処理水の放流先や臭気、騒音対策、出入り口の安全確保など、多くの

ご意見、ご質問がございましたので、本年８月ごろ、設計の概要をまとめる段階で、再度、新

戸地区地元説明会を開催していきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。佐藤議員。 

○７番（佐藤啓史君） ぜひ、区長なりとも連携を密にとっていただいて、多分、共同調理場ができ

ることは皆さん、歓迎されることだと思います。私もそう思います。自分の卒業した学校が何

もない、草ぼうぼうの状況であるのは非常に寂しい。それであるならば、市のほうで給食セン

ターをつくってもらう、皆さん理解されることだと思います。ただ、先ほど言ったような騒音

なり臭気、もろもろの状態を、地元の人たちを不安にするようなことは、できれば避けていた

だきたいので、何度開いてもいいと思います。ぜひ、その辺の対応は前向きに検討していただ

きたいと思います。 

 次に、コミュニティースペースの確保についての部分になります。新戸小学校がありました

ころは、一応、あそこは避難場所、避難所、そして投票所でもありました。今、新戸小学校は

校舎を解体しまして、避難所がない状況です。投票所もほかに移りました。関谷の人からだと

２キロ以上、３キロ近くも離れてしまうような状況になっていますので、そういう意味も含め

て、給食センターの中に研修室という考えではなくて、衛生法上、同じ建物の中にそういった

スペースを設けられないというのであれば、別のそんなに大きいものをつくれということでは

ないのです。地元の人たちが何かあったときに避難できる、あるいは投票所で使える、そうい

ったこじんまりとしたといった言い方は変ですけれども、そういうスペースを確保してもらい

たいという要望なんです。新戸区の説明会でもこういう要望が出ていたという話ですけれども、

食材を扱う、調理をする場所でありますから、いろいろ法令上、非常に難しいというのは理解

できるんですけれども、今後、ほかの地区からもそういう要望が出てきた場合には、ぜひ、別

の建物という考え方をできないかどうかという部分で、今後の説明会の中で推移を見守ってい

きたいということで、これは要望させていただきます。 

 道路環境に関してですけれども、ご答弁ありました。前面道路が交通量の多い297号線という
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ことで配慮するということでございましたが、１点だけお聞きしたいのが、国道297号線、皆さ

んご存じのように、すぐそばが幅員の狭いところになっています。過去の議会の中においても、

あの場所について指摘もありました。交流人口を増やす上で松野バイパス、いろいろあります

けれども、あの新戸小学校のあの１カ所も非常に狭く、大型同士が交差できない場所になって

いますので、そこの部分について現状どうなっているのかについてご答弁をいただきたいと思

います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。藤平都市建設課長。 

○都市建設課長（藤平喜之君） お答えいたします。国道297号の新戸の道路改良ということと思い

ますけれども、市といたしましても他の事業とあわせまして要望をしておりますけれども、道

路改良を進めております夷隅土木事務所からは、まだ地権者の同意が得られずに現在に至って

おりますが、今後も改良実施に向けて地権者との協議をしていきたいとのことでございます。

以上でございます。 

○議長（丸 昭君） 午後３時15分まで休憩いたします。 

午後２時５８分 休憩 

──────────────────────── 

午後３時１５分 開議 

○議長（丸 昭君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質問はありませんか。佐藤議員。 

○７番（佐藤啓史君） 新戸小学校跡地に関しましては、とりあえず、平成24年で設計、工事、竣工

まで地元への配慮、しっかりやっていただきたいということと、１点だけ要望させていただき

たいんですけれども、ここに学校給食の共同調理場があるんだよというような案内、車両の出

入りがありますよというような案内看板を近くに設置していただきたい。先ほどの説明だと297

号線の拡幅の問題もすぐには解消できない問題だと思いますので、その辺は対応していただき

たいと思います。 

 続いて、歴史文化遺産についてに移っていきたいと思います。先ほど教育長の答弁から現在

までの取り組みの中に、加えて副読本の答弁がありました。平成24年度、新年度予算の中にも

この副読本の件が入っておりましたけれども、この件について、新年度当初予算にも入ってい

ますし、もう少し詳しくお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。菅根社会教育課長。 

○社会教育課長（菅根光弘君） お答えいたします。副読本の作成でございますけども、現行には市

史ということで３冊ございます。それは多数のページにわたりまして詳細な記述が記してござ

います。ということで、子供から大人まで、市民の皆様が広く読みやすくしたほうがいいので

はないかということで、もうちょっと親しみやすいものを作成しようとするものであります。

そして、ふるさとの歩みを後世に正しく伝えまして、さらに市民の愛郷心の向上や今後のまち

づくりの礎としまして、広く活用していただこうとするということで、作成費用を計上させて

いただきました。以上でございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。佐藤議員。 

○７番（佐藤啓史君） その副読本なんですけれども、例えば図書館に置くとか、その辺はどういう

形にしようと考えていらっしゃるのか、現状わかる範囲で構いませんので、お答えいただきた
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いと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。菅根社会教育課長。 

○社会教育課長（菅根光弘君） お答えいたします。副読本が作成された暁には、現行の市史と同様

な考え方によりまして、図書館に一式、皆さんが閲覧できるように置いておきます。また、社

会教育課のほうで、これが無償になるか販売になるかは後のことなんですけども、あと小中学

校のほうにも紙ベース、あるいはＣＤ化によりまして配布して、子供たちが親しんでいただけ

ればと。勝浦市の将来を担う子供たちに読んでいただければというふうなことを想定しており

ます。以上でございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。佐藤議員。 

○７番（佐藤啓史君） よくわかりました。そうしましたら、次、ハーマン号をお聞きしたいと思い

ます。このハーマン号を世に出す会、私が聞いたところによりますと、市長が会長を務めてい

るとお伺いしております。ぜひ、この件について、市長からご見解といいますか、お考えがあ

りましたら、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。猿田市長。 

○市長（猿田寿男君） このハーマン号につきましては、ご案内のとおり、知っている人は知ってい

ますけども、官軍塚は皆さん知っていますけども、この官軍塚のいわれということで、明治２

年のこういう事件について、歴史、また記憶の片隅にやられないように、これをもうちょっと

日の目に出して、みんなに知ってもらう。このハーマン号と官軍塚ということをもっとはっき

りさせようということで、このハーマン号を世に出す会ということで、これは市長という立場

ではなくて、私個人の名前で今、会長をやっております。行く行くは、ＮＰＯみたいのをつく

りまして、これを第三者側にあって、それでこのハーマン号を表に出したい。いろんな夢が、

いろんな意見がありまして、ハーマン号という船をつくったらどうかとか、黒船ですけども、

ハーマン号をもっと目に見えるように展示したらどうかとか、いろいろな意見がございますけ

ども、これをもっともっと広く勝浦市の歴史を外部にもＰＲしていくというのが、これから大

事なので、今年、観光施策を全部もう一回総洗いする中でも、これをもうちょっと深めていき

たいと思っております。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。佐藤議員。 

○７番（佐藤啓史君） ハーマン号、当時のアメリカの黒船です。私も聞いたところによりますと、

考古学者の井上先生、先頭になっていろいろ調べている。最終的にはという言い方はないんで

すけれども、この引き揚げという部分まで私は考えているんですけれども、日米をまたにかけ

た、やるとなったらアメリカの予算とか政府とか、造船した会社がアメリカの会社だというこ

とまで伺っていますし、これこそまた友好都市になっちゃうのかなというのが出てくるんです

けれども、太平洋、海を挟んで日米をまたにかけた、過去の日本の海難事故の一つであるハー

マン号というものが、もしかしたら今後すごいスポットを浴びて、歴史家やいろんな学者が注

目をする一つのものが川津沖に眠っているということは、まずはこれからが始まりだと思いま

すので、市長が個人で会長をやられているということですので、今後の展開にぜひ期待をした

いと思います。 

 次に、お万の方の関係ですけれども、佐藤がまた大風呂敷を広げているというふうに思われ

るかもしれませんけれども、先ほど教育長の答弁から資料が少ない、史実が少ないという話が
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ありました。実際にお万の布さらしに関しても、史実かどうかというところの意見もあるよう

ですけれども、千葉のＮＰＯのふるさと文化研究会の理事長を務めていらっしゃる安藤 操さ

んという方がいらっしゃいます。ふるさと文化研究会というのは、千葉の房総千葉学検定、い

わゆるご当地検定を実施している団体です。これは堂本知事のときにできて、千葉県のご当地

検定を始めた団体なんですけれども、私もそこの３級を何年か前に受けてとったんですけれど

も、今までに千葉県内のいろんな自治体、いろんな歴史の本を100冊以上書いている安藤 操さ

んと、直接お電話ではしていないのですけども、メールのやりとりの中で、今、大多喜町が本

多忠勝公で、館山市は南総の里見氏、香取市が伊能忠敬、これで大河ドラマ化を誘致する署名

集め等をしていますけれども、勝浦市でもしお万の方がやられたら、ほかの３つは相手になら

ないでしょうということで回答いただきました。加えて、安藤さんが現在、そのお万の方の出

生から亡くなるまで、ブログの中で物語調にして書いています。これが完結した暁には本とし

て出版したい。まず、それが一つの始まりとして、いろんな作家がお万の方にスポットを当て

て、物語を書いていく。いろんな脚本家に見てもらう。そこから大河ドラマ化という形になる

んですけど、そういう著名な千葉の歴史家というか、著名な方に非常に注目していただいてい

るんです。もし可能であれば、市長も交えて一度お会いしていただいて、お万の方を題材にし

て、一つの参考になればというふうなことで、ご報告といいますか、ご紹介させていただきま

した。 

 もう一点なんですけども、これも市内のある方からご連絡をいただきまして、和歌山県でお

万の方の理髪、剃髪、お万の方は徳川家康公がお亡くなりになった後、髪をおろしています。

その髪の毛が和歌山県で発見されましたという情報をいただきました。ちょうどタイミングよ

かったんですけれども、恐らく、家康公が亡くなった後なので、400年近く前の髪の毛だという

ことで、確実な話だと伺っています。そういうことから、ハーマン号もそうなんですけど、お

万の方もロマン、勝浦の歴史の中に埋もれている、埋もれてはいないんですけれども、歴史の

一つの資源ということです。 

 加えて、数年前、前の商工会長のときに横須賀市商工会議所が勝浦市の商工会を訪れたそう

です。それは何しに来たかといいますと、横須賀市は鎌倉時代の有力の御家人だった三浦氏を

題材にしてまちおこしをしよう。その三浦一族の枝分かれといいますか、それが正木氏なんで

す。三浦氏から正木氏ができて、その正木氏のお姫様のお万の方、そしてそのお万の方のお孫

さんが水戸黄門ということで、横須賀市が水戸と三浦一族を題材にまちおこしをするときに、

水戸とのつながりをする上で、勝浦市が外せないということで、三浦一族プロジェクトという

のが当時あったと思います。そういったことで、横須賀市も水戸市も大きい自治体で、勝浦市

は２万人の小さなまちなんですけれども、横須賀と三浦をつなぐかけ橋が勝浦にあるというよ

うなこともありまして、その後の動きは私も確認していないんですけども、こういった動きも

ほかから来ている。それだけお万の方の歴史上における役割といいますか、徳川８代将軍以降

は全部お万の方の系統だということもありますし、勝浦で生まれたか生まれていないかは定か

ではないにしても、勝浦のＤＮＡが徳川幕府を支えているというふうな考え方もできますので、

これもわくわく、どきどき、ロマンという一つの歴史遺産という形でご報告させていただきま

す。 

 いずれにしましても、今回、友好都市、婚活支援、あるいは小学校、今回の歴史文化遺産に
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ついていろいろお聞きする中で、また多くの提案もさせていただきました。市民がわくわく、

どきどき、勝浦ってすてごいねと思えるような、そういう意味での提案も多くさせていただき

ました。実現可能、不可能、いろいろあると思いますけれども、ぜひ、私の提案を前向きにと

らえていただいて、勝浦を盛り上げる一つになればと思います。 

 以上で一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（丸 昭君） これをもって佐藤啓史議員の一般質問を終わります。 

 

╶───────────────────────╴ 

 

○議長（丸 昭君） 続きまして、磯野典正議員の登壇を許します。磯野議員。 

〔１番 磯野典正君登壇〕 

○１番（磯野典正君） それでは、本日最後の一般質問を行わせていただきます。ただいま議長より

発言の許可をいただきましたので、会派新創かつうら、磯野でございます。よろしくお願いい

たします。 

 今日は３月６日でございます。あの東日本大震災から早いものでもうすぐ１年が経過しよう

としております。私は先月の18日、19日と石巻市で行われました復興イベントに参加させてい

ただきました。石巻駅周辺や商店街は震災の跡という感じは余り多く見受けられない状況にま

で復旧されてきておりました。しかしながら、高台から見下ろした海側や河川周辺は、ただ、

がれきが片づいたというだけであって、復興というまではかなりの時間がかかるのではないか

と思いました。 

 地元の人に案内していただき、石巻漁港などを見させていただきましたが、道の真ん中には

いまだに巨大な缶詰工場のオブジェが転がったままだったり、地盤沈下によって地下水がたま

ったままの道路や、あちらこちらにがれきの山、廃車となった車の山など、言葉にならないよ

うな光景が、１年がたとうとする今でもなお目の前にあるような状況でございました。 

 昨年の８月に見た女川町、そして今回見せていただきました石巻市、私たちが防災、減災を

行っていく上でどのような取り組み、そして市民の皆さんの防災意識を高めていくかが重要で

あると、強く感じました。そこで今回は、消防防災体制の充実ということを取り上げさせてい

ただきます。 

 それでは、通告に従い、一般質問を始めさせていただきます。 

 まず１つ目、地域防災計画の見直しについてお伺いいたします。防災計画は、国、県での方

針に基づき、各自治体ごとに修正をされていると理解しておりますが、この計画自体が毎年修

正を行われているのでしょうか。 

 ２つ目、東日本大震災後、勝浦市として住民、観光客をいち早く避難させるための避難路の

整備についてですが、どのような整備をされてきたか、また、今後どのように計画されている

かをお伺いいたします。 

 ３つ目、消防防災組織についてお伺いいたします。東日本大震災では、消防団の迅速な活動

が住民の皆様にとって非常に心強かったと、石巻の方もおっしゃっておりました。また、その

反面、多くの消防団員が人の命を守るために逃げ遅れ、犠牲になっているということも事実で

あります。３月11日を教訓に、今後の消防防災組織のあり方についてお伺いいたします。 
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 これで私の１回目の質問を終わります。 

○議長（丸 昭君） 市長から答弁を求めます。猿田市長。 

〔市長 猿田寿男君登壇〕 

○市長（猿田寿男君） ただいまの磯野議員の一般質問にお答え申し上げます。 

 初めに、勝浦市地域防災計画の見直しについてでございますが、国においては平成23年９月

28日に中央防災会議の東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会

報告を公表いたしまして、この報告を踏まえた防災基本計画の修正が12月27日に行われたとこ

ろであります。 

 千葉県におきましては、県及び市町村の震災対応等に係る調査検証や有識者からなる専門委

員会での検討状況、さらに国の防災基本計画修正等を踏まえ、防災計画の修正に取り組み、平

成24年２月９日に千葉県防災会議が開催され、千葉県の地域防災計画修正の基本方針が決定さ

れたところでございます。 

 したがいまして、本市地域防災計画の修正は、この県の基本方針を踏まえ、市の実情を考慮

し、県の修正作業の進捗状況を見ながら進めてまいりたいと考えます。 

 次に、避難路の整備についてでございますが、本市地域防災計画の中で、市は避難場所に安

全に避難できるように、日ごろから住民への周知徹底に努めるとともに、避難路の安全性の点

検及び避難誘導標識の設置等、適切な措置を講じておると記述されております。 

 市では指定避難所及び避難場所につきましては、案内標識を設置し、また、防災ブックに津

波浸水想定区域、土石流危険渓流区域や急傾斜地崩壊危険箇所などのハザード、避難所、避難

場所などを示し、市民の防災の基礎知識や避難経路の確認などの周知を行っております。 

 避難経路につきましては、地域の実態を把握している自主防災組織や区などと避難路の整備

を含めて話し合うことが肝要と考えております。このうち津波に対する避難路につきましては、

昨年、勝浦・興津地区の区長や区役員との協議の中で要望のあった箇所につき、１件の手すり

設置工事を行い、そのほか今期定例会初日に議決いただきました補正予算に避難路整備５カ所、

津波避難誘導標識設置工事費を計上してありますので、今後、逐次整備してまいりたいと考え

ております。 

 次に、消防防災組織について申し上げます。消防団の防災組織に係る位置づけでございます

が、消防組織法第１条に、消防はその施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を

火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害

を軽減することを任務とすると規定があり、同法第９条において、市町村はその消防事務を処

理するための機関として、第１号で消防本部、第２号で消防署、第３号で消防団と規定されて

おりますので、消防団は市長が管理する市の消防機関という位置づけとなります。したがいま

して、消防団は火災のみならず、各種災害において市民の生命、身体、財産を保護するととも

に、災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減することを任務とする重要な役割を担

っております。 

 以上で磯野議員の一般質問に対する答弁を終ります。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。磯野議員。 

○１番（磯野典正君） 市長、ご答弁、ありがとうございます。そうしましたら、２月９日の県の基

本方針というものがどのようなものが基本方針となったのか、ご説明いただきたいと思います。 
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○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 

○環境防災課長（目羅洋美君） それでは、千葉県地域防災計画修正の基本方針の概要について申し

上げます。県では、３つの視点による見直しの推進ということで、１として、東日本大震災の

被害、対応、教訓を踏まえ、より実効性の高い計画への見直し、２として、あらゆる可能性を

考慮した最大クラスの地震、津波を前提とした防災計画の見直し、３として、減災や多重防御

の視点に重点を置き、ハード対策とソフト対策を組み合わせた総合的な防災対策の推進という

３つの視点を上げております。その３つの視点から、その見直しの項目といたしまして、地域

防災力の向上、津波対策の強化、推進、液状化対策の推進、支援物資の供給体制の見直し、災

害時要援護者等の対策の推進、帰宅困難者対策の推進、町内体制の強化、放射性物質事故対策

計画の見直しとなっております。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。磯野議員。 

○１番（磯野典正君） ありがとうございます。県のほうからは、あくまでも基本方針ということで

決まってきている部分かと思われますし、今後、それを勝浦市に置きかえて防災計画を見直し

ていかれるかと思われるんですが、非常に時間がかかるものなのか、それとも時間はかからず

に、早い段階で勝浦市としての防災計画の見直しというものができるのでしょうか。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 

○環境防災課長（目羅洋美君） お答えします。この見直しの期間的なことでございますけれども、

まず、これにつきましては、県のほうの基本方針ができたという段階でございまして、県もこ

れから県の地域防災計画の修正を行ってまいりますので、県より先に市の修正案は作成できま

せんので、県の動向と合わせてやっていくというような形になります。聞いているところによ

りますと、県の修正は、この秋ごろというようなことも伺っておりますので、市として最終的

に修正案を作成できるのは、早くても今年度いっぱいぐらいはかかるんじゃないかというよう

に思います。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。磯野議員。 

○１番（磯野典正君） 今年度いっぱいかかる防災計画、いつ3.11のような震災が起きるかもわから

ない状況でありますので、一日でも早く勝浦市の防災計画の修正をお願いしたいと思います。 

 続いて、避難路についてですけども、先ほど市長のほうからご説明いただきました補正予算

に計上されておるという部分は理解しております。実際に避難路を確保して、各地域地域の住

民の方々１人ずつに、あなたはここから逃げてください、あなたはここら逃げてください、こ

れは行政にすべてをゆだねるというのは非常に無理に近い話であると、私も理解しております。 

 そんな中で、今、上げられている部分というのが津波の災害に対しての備えという部分とか

地震の部分とかの備えというのが非常に多いんですけども、実際、私、２月７日と８日に和歌

山県に行ってきたんですけども、和歌山県の台風12号の被害の状況を１冊の本にまとめたもの

とか買わせていただいたんですけども、これは紀伊半島の豪雨、山津波と言われるようなもの

であったと。市長も議長も現地を見られていると思われるのですが、津波とか地震とかという

のはいつ来るかわからないというはありますが、水害に関しては多少なりとも予知ができるの

かなという部分も考えられます。ただ、こういった紀伊半島の豪雨の1,000ミリに達する雨量は

だれもが想定していたかという部分に関しては非常に難しい部分じゃないかなと思います。 

 この本にも書いてありましたけども、近年の地球温暖化ということで、自然災害の巨大化が
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指摘されておりますし、行政だけを頼りにしているわけにはいかないという中で、生命、財産

を守るというのは非常に困難であると強く感じておるんですが、みずからの命はみずからで守

っていくべきだと思いますし、しかしながら、みずからの命をみずからが守るという判断が、

自分さえよければというような違った意味でのはき違えたとらえ方をする方もいらっしゃるの

ではないかなという、こんな時代であるからこそ、そういうのがあるのかなと思ってはいるん

ですけども、地域ごとに話し合ったりとか、勝浦市で言ったら地区ごとに話し合ったりとか協

力する体制というのが非常に大事になってくるのではないかと思うのですが、地域のいいとこ

ろ、また弱点とかも各地域ごとにいろいろと取り上げながら、自主防災組織というものを確立

していくのが、まず大事じゃないかなと、私は感じておるんですけども、市内で自主防災組織

を立ち上げている地域がどのくらいあるのか、教えていただければと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 

○環境防災課長（目羅洋美君） お答えします。自主防災組織でございますけれども、現在、勝浦自

主防災会、浜勝浦自主防災会、墨名自主防災会、興津自主防災会、市野川自主防災会、この５

団体が設立されております。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。磯野議員。 

○１番（磯野典正君） ありがとうございます。５つの自主防災組織が確立しているということでご

ざいますけども、ほかの地域に関してはまだそういったものがないということだと思うのです

が、行政サイド側から、各地域の区長なりに自主防災組織を確立してくださいというような促

しというものはされているのでしょうか。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 

○環境防災課長（目羅洋美君） 以前には自主防災組織の設立に当たっての説明会も開いたこともご

ざいます。最近では、いろいろな機会をとらえて自主防災会をつくってくださいというような

ことでお願いしております。最近でも幾つかの区で自主防災会つくってみたいという話も来て

おります。また、説明してくれというようなことも言われているところはございます。以上で

す。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。磯野議員。 

○１番（磯野典正君） ありがとうございます。そうやって地域の区民の方々が前向きに自分たちで

自分たちの地域を守るんだというところが非常に大事になってくるのではないかと思います。

そういった中で、自主防災組織、今、５つの地域で立ち上げられているとお聞きしましたが、

自主防災組織を立ち上げている地域に対して、行政側としての支援というか協力というものは

どういったものをされているのか、お聞かせください。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 

○環境防災課長（目羅洋美君） 自主防災組織に対する支援ということでございますけれども、まず、

設立に当たっていろんな説明をしたり、規約等の事例を提供したり、行っております。また、

設立後につきましては、自主防災組織の中で防災に必要な物品の貸与、また防災訓練のお手伝

い、そのようなことです。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。磯野議員。 

○１番（磯野典正君） ありがとうございます。例えば、自主防災組織が立ち上がって、いろいろな

訓練等々行っていかれているのだと思うのですが、この組織自体というものは、今現状、自主
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防災組織を確立している地域で、どんな組織図というか、どんな体制を、例えば区長がいて、

婦人会の人がいますとか、消防団の人がいますとか、そういう組織的なものとかってわかりや

すいのがあったら教えていただければなと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 

○環境防災課長（目羅洋美君） 今、設立されている自主防災組織につきましては、もともとの区が

中心となって設立されておりまして、ほとんど区長が自主防災会の会長ということで、その下

に幾つかの班をつくって班長、この中でまたそれぞれの災害に当たっての班の体制をつくって、

そういう中で組織を立てています。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。磯野議員。 

○１番（磯野典正君） ありがとうございます。そういった形で、各地域で自主防災組織を立ち上げ

ていただいて、そこから自分たちで自分たちの地域を守るんだ、また、自分たちの地域に合っ

た防災とか、減災というものを進めていくことが、まず、先決ではないかなと非常に感じてお

りますし、災害が起こらないのが一番ベストなことなんですけども、それにはしっかりとした

備えをする必要があると思いますし、今後、各地域でそういった自主防災組織を立ち上げてい

く中で、行政側の協力を今以上にしていただければと思います。 

 次に、消防団の組織についてお話しさせていただきますが、消防組織というものに対して、

3.11以降いろんな意味での重要性というものが大きくなっているというか、市民の皆さんにと

って消防団というものが非常に大切な部分だというような意識が強いのではないかと思うので

すが、私たちもそう思いますし、行政側の方々からもそうは思われると思うんですけども、現

状、勝浦市の消防団の団員数というのは減少してきているのか、それともそんなこともない維

持できているのか、今現状の消防団員の構成されている人数はどのくらいなのかというものを

教えていただけますでしょうか。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 

○環境防災課長（目羅洋美君） お答えします。消防団員の人数ということでございますけれども、

定数423名で、現員420名です。現在３名が欠員となっております。昨年は４月１日時点で416名

でございましたので、昨年よりは４名増えておりますけれども、３名欠員があるということで

ございます。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。磯野議員。 

○１番（磯野典正君） ありがとうございます。３名の欠員ということですが、その中に女性の消防

団員というのは含まれておるのでしょうか。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 

○環境防災課長（目羅洋美君） 現員420名の中に女性消防団員３名含まれております。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。磯野議員。 

○１番（磯野典正君） ありがとうございます。女性消防団員を含んで420名ということですが、女

性消防団員も、多分、今回の震災とか考えたときに、大きな仕事をしていただける人材だと思

うんですよね。今、各地域で豊富な人材ではないと思うんです、消防団という部分で。年齢層

の高い方がいたりとか、やめるにやめられずに、せっかく班長になったのに、またそこからも

とに戻っていくとか、そういった環境で消防団として活躍していただいている方々というのは

きっと多いと思うんです。それはなぜかというと、下から入ってくる人がいないから、その人
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員を守るために、その地域を守るためにやってくれているという方々だと思うんですけども、

そういった中で、女性というものが入ってきていただける場所があったりとかすれば、きっと

また違う仕事をしていただいたりとか、女性にしかできない部分というのが非常に多いと思う

んですね。そういった中で、今後、もっと女性消防団という部分に関して強化していこうとい

う形なのかどうか、お聞かせいただければなと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 

○環境防災課長（目羅洋美君） お答えします。現員女性団員３名おります。勝浦市消防団条例にお

きましても、満年齢18歳以上の志操堅固、身体強健であって団員にたると認められる者の中か

ら市長の承認を得て団長が消防団員を任命するという形になっておりまして、男女の性別につ

いては規定はされておりません。女性が男性のかわりというのは難しいところもあるかもしれ

ませんけれども、災害とか、実際の火災、そういうところどころにおいて、女性としての活動

の場、女性だからできるという部分もかなりあると思いますので、そういう意味では女性団員

の入団という部分については促進をしたいと思っております。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。磯野議員。 

○１番（磯野典正君） ありがとうございます。今、女性団員のお話をさせていただきましたけども、

あとこの地域、以前も市長からもお話しありましたけど、大学生が今、いらっしゃるじゃない

ですか。大学生も地域と密着してというような話、４年間しかないかもしれないんですけども、

ある意味、準消防団員みたいな、これは理想的な話なんですけども、そういった形で地域に密

着してやっていただけるような一枠が勝浦市の条例の中で、そういったのをつくっていただけ

ないのかなとも思ったりもするんですけども。あとは企業に市内じゃなくて市外から勤めに来

られている方たちもいらっしゃると思うんですけども、そういった方々も日中だけでも消防団

員として動いてもらえるような環境だったりとか、そういったことをしていくことが可能であ

れば、市内にいる消防団員の負担というものは非常に少なくなっていくのかなと思うんです。

日中になりますと、僕の地域もそうなんですけども、日中、サイレンが鳴りましても、消防車

が出せない状況があるんですよね。昔と違って、昔は自営業者の方々がいっぱいおりました。

でも、今は勤めている方のほうが多い状態なんですよね。そんな中で、サイレンが鳴って消防

車が出せないというような環境ではまずいと思うんです。そういった中で協力してくれる企業

とかあるようでしたら、そういったところにも声をかけていっていただければなと思いますし、

その辺、消防団と行政の結びつきというか、今まで以上に密にしていただいて、地域ともつな

がっていっていただければなと思います。 

 そんな中で、今現状、消防団員に対しても出動手当というものが今までずうっと出されてい

ると思うんですけども、今、実際、1,900円という出動手当となっておりますが、これに関して

高いとか安いとかという表現をするのはおかしなものだと思うんですけども、ただ、すべて何

のときでも同じ一律の1,900円なんですね。夜中、火事がありました。朝までかかりました。鎮

火したのは朝方でした。片づけがあって、朝６時とか７時になってしまいましたといっても

1,900円ですし、誤報が鳴って現地に行ったって1,900円です。その辺のバランスというものが

消防団員の中からはいろんな意見が出るんじゃないかなというのを感じるんですけども、確か

にどこのラインで決めるというのは非常に難しいとも思いますし、これは違う話になっちゃう

かもしれないですけど、各班で例えば水害がありました、水が増えてきそうだなというのを、
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地域の人しかわからないような川があったりとか、そこを巡回したりとか、そういったのには

こういった手当というのは出されないようになっていると思うんですよ。あくまでも消防団長

からの命令がない限り、そういったものはないと思うんですけども、広くどれが正解かという

のは非常に難しいんですけども、消防団に対しての仕事というか期待というものは多いですし、

地域にとって必ず必要なものだととらえておりますので、手当という部分をもう一度見直すこ

ととかを考えていただけるのかどうか、ご答弁いただければと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。目羅環境防災課長。 

○環境防災課長（目羅洋美君） お答えします。消防団員の出動手当につきましては、団員報酬とは

別に災害出動、警戒出動、訓練出動、技術団員出動、年末警戒出動などの手当を１人１回につ

き1,900円ということで支給しております。これにつきましては、平成21年４月にそれまで

2,100円であったものを200円引き下げて1,900円に改定して現在に至っているものでございます

けれども、消防庁のほうでは、現在、東日本大震災を踏まえた大規模災害時における消防団活

動のあり方等に関する検討会というものを設置いたしまして、消防団員の安全確保、活動時の

情報伝達、消防団員の装備、教育、訓練など、それらのものとともに、消防団員の処遇改善も

検討するというようなことになっておりますので、その辺の状況を見守っていきたいと考えて

おります。以上です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質問はありませんか。磯野議員。 

○１番（磯野典正君） ありがとうございます。お金だけじゃないという部分ではあるんですが、で

も、それだけ自分たちの時間を、また地域を守るために一生懸命動いている消防団員に対して、

確かに消防車にしてもそうですし、詰所の改築工事とか、備品に関しては非常にお金のかかる

部分でもあるのも十分承知しております。しかし、個々で考えたときには、そういった意見が

上がってくるのというのも考えられるのではないかなという部分がありますので、お話しさせ

ていただきました。 

 最後に、これは要望にさせていただこうと思うんですけども、先日、先ほどもおっしゃった

ように石巻に行ってきたときに、大川小学校へ甥っ子がいて流されて亡くなったという方と一

緒に１日生活させていただいたんですけど、その方が何を言ったかと言ったら、この消防団の

話につながるんですけども、震災があって、何日か後に自衛隊が入ってきました。その間、だ

れがこの地域の人たちに声をかけていたか。まず、生き残った消防団なのですよ。消防団の人

たちが寝ずに子供たちを探したりとか、避難されている方々に何かを与えたりとかいうのを、

すべて消防団がやってきたんですというお話を聞きまして、これを今回、一般質問やろうと、

その話を聞いて思って、今回やらせていただいているんです。 

 最終的に地元を守るのは地元の人間というか、地域を愛するからこそ、そういった形になる

のではないかなと思っておりますし、それは東日本大震災もそうですし、紀伊半島の豪雨にし

てもそうですけども、両方の大きな震災を忘れてはいけないということが一番大事なことであ

ると思いますし、後世への教訓ということで引き継ぐ必要があると思います。これからの防災

とか減災につながっていくきっかけとなるためにも、これからも行政と地域と消防団と意見交

換を活発に行っていただきまして、地域の人命、財産を守るために活動しやすい環境を与えて

いただけたらと強く要望いたします。 

 これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 



 129 

○議長（丸 昭君） これをもって磯野典正議員の一般質問を終わります。 

 

──────────────────────── 

 

散     会 

 

○議長（丸 昭君） 以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。 

 明３月７日は定刻午前10時から会議を開きますので、ご参集を願います。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 

午後４時０６分 散会 

 

──────────────────────── 

 

本日の会議に付した事件 

 

１．一般質問 
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